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制
定
法
に
於
け
る
事
務
配
分
単
位
の
変
容
と
そ
の
意
義
（
二
・
完
）

－
　
所
謂
「
分
担
管
理
原
則
」
　
の
影
響
　
－

松
　
戸

二三四五六

序行
政
官
庁
法
・
国
家
行
政
組
織
法
の
制
定
過
程
に
於
け
る
事
務
配
分
規
定
形
式
変
容
の
経
緯

分
担
管
理
原
則
と
の
関
係

行
政
官
庁
理
論
と
の
関
係
（
以
上
、
三
一
巻
二
号
）

各
省
大
臣
を
中
心
と
し
た
事
務
配
分
の
成
立
の
経
緯

結
び
　
（
以
上
、
本
号
）

五
　
各
省
大
臣
を
中
心
と
し
た
事
務
配
分
の
成
立
の
経
緯

国
家
行
政
組
織
法
の
制
定
迄
各
省
官
制
で
は
各
省
大
臣
を
中
心
と
し
た
事
務
配
分
が
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
以
下
で
は
先
ず
、
一
八
六
九
年
に
最
初
に
設
置
さ
れ
た
六
省
の
一
で
且
つ
一
八
八
六
年
の
各
省
官
制
制
定
迄
存
続
し
た
省

で
あ
る
大
蔵
省
を
例
に
採
り
、
各
省
官
制
に
於
け
る
事
務
配
分
モ
デ
ル
が
成
立
す
る
迄
の
経
緯
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
モ
デ
ル
が

（1）

採
用
さ
れ
た
論
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
m
　
大
蔵
省
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
一
八
六
九
年
の
職
員
令
に
よ
る
が
、
職
員
令
の
大
蔵
省
該
当
部
分
は
次
の
よ
う
な

（2）

も
の
で
あ
っ
た
。
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○
大
蔵
省

靡

一
人

掌
総
判
金
穀
出
納
。
秩
椋
。
造
幣
。
営
繕
。
用
度
等
事
。

（3）

大
輔
　
　
　
一
人
　
　
　
　
　
小
輔
　
　
　
一
人
〔
以
下
、
省
略
〕

右
の
よ
う
に
職
員
令
は
、
各
省
を
構
成
す
る
職
員
の
官
職
を
列
挙
す
る
と
共
に
、
卿
の
掌
る
事
務
を
列
挙
す
る
と
い
う
形
態
を
取
っ
て

い
る
（
尚
省
に
よ
っ
て
は
、
卿
以
外
の
職
の
掌
る
事
務
も
併
せ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
）
。
こ
れ
が
各
省
へ
の
事
務
配
分
を
定

め
る
最
初
の
規
定
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
こ
れ
は
、
卿
を
事
務
配
分
の
名
宛
と
し
て
い
る
点
に
於
て
、
各
省
大
臣
に
対
す
る
事
務
配
分
を

定
め
る
後
の
各
省
官
制
一
条
の
規
定
形
式
と
共
通
し
そ
れ
故
後
者
の
淵
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
そ
の
後
の
推
移
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

∽
　
即
ち
、
そ
の
後
一
八
七
一
年
に
定
め
ら
れ
た
大
蔵
省
職
制
事
務
章
程
（
太
政
官
達
）
は
、
職
制
と
事
務
章
程
と
の
二
本
立
て
と
い

う
以
後
暫
く
続
く
官
制
モ
デ
ル
の
　
（
大
蔵
省
で
の
）
先
駆
け
と
な
る
と
共
に
、
同
省
の
事
務
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
り
1
職
員
令
後
本

職
制
事
務
章
程
迄
は
部
分
的
な
事
務
配
分
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
な
さ
れ
て
い
た
－
、
ま
た
最
終
的
な
各
省
官
制
に
直
接
続
く
形
で
の
包
括

的
な
事
務
配
分
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

大
蔵
省
職
制

卵

本
省
及
各
寮
司
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
判
シ
其
諸
官
員
ヲ
統
率
ス
ル
ヲ
掌
ル
〔
以
下
、
省
略
〕

附
属
書
記
　
　
　
　
　
　
一
員

常
二
卿
ノ
左
右
二
侍
シ
其
指
令
こ
従
テ
一
切
ノ
文
書
草
案
記
録
及
往
答
書
憶
等
ノ
事
ヲ
掌
ル
〔
以
下
、
省
略
〕
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六
課
ヲ
分
テ
省
中
書
記
其
他
ノ
事
務
二
処
ス
庶
務
ノ
順
序
ハ
都
テ
大
少
丞
ノ
指
令
こ
従
フ

伝
票
課
　
　
　
　
　
　
　
三
月

金
穀
ノ
出
納
二
属
ス
ル
一
切
伝
票
ノ
事
ヲ
掌
ル

往
復
課
〔
以
下
、
省
略
〕

大
蔵
省
事
務
車
種

大
蔵
ハ
理
財
会
計
一
切
ノ
庶
務
ヲ
統
理
シ
全
国
人
民
ノ
身
分
地
方
ノ
警
遊
駅
逓
郵
便
等
ノ
事
ヲ
総
管
ス
其
事
務
ノ
綱
領
ヲ
掲
ル
左
ノ
如
シ

（4）

第
一
条
　
全
国
地
方
石
高
井
地
理
ノ
事
〔
以
下
、
省
略
〕

以
上
の
よ
う
に
一
八
七
一
年
大
蔵
省
職
制
事
務
章
程
は
各
官
職
毎
の
定
員
・
事
務
を
定
め
る
職
制
と
省
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
務
を
列

挙
す
る
　
（
と
共
に
そ
の
処
理
手
続
を
定
め
た
）
事
務
章
程
と
の
二
部
構
成
を
取
っ
て
い
る
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
職
制
で
は
卿
が

「
本
省
及
各
寮
司
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
判
」
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
卿
に
よ
っ
て
「
総
判
」
さ
れ
る
事
務
が
本
省
等
の
も

の
と
さ
れ
て
い
る
点
、
事
務
章
程
で
は
事
務
を
「
統
理
」
す
る
主
体
が
大
蔵
（
省
）
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

畑
　
そ
の
後
こ
の
職
制
事
務
章
程
は
省
の
事
務
内
容
に
関
し
て
幾
度
か
部
分
的
な
改
正
を
被
る
が
、
一
八
七
五
年
の
改
正
（
明
八
太
政

官
達
二
一
七
号
）
　
は
構
成
の
変
更
も
伴
う
全
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

大
蔵
省
職
制
並
事
務
章
程

大
蔵
省
ハ
全
国
ノ
理
財
ヲ
掌
ル
所
其
事
務
ヲ
支
分
シ
テ
八
寮
ト
為
ス

租
税
寮
〔
以
下
、
省
略
〕

職
制卯

　

一

人
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本
省
及
各
寮
ノ
諸
官
員
ヲ
統
率
シ
歳
入
出
ヲ
統
轄
シ
大
小
ノ
財
務
ヲ
総
理
ス
ル
ヲ
掌
ル
　
〔
以
下
、
省
略
〕

事
務
章
程

省
中
ノ
事
務
大
分
シ
テ
上
下
ノ
二
欺
ト
為
ス
其
上
欺
ハ
卿
ノ
意
見
ヲ
具
シ
上
奏
裁
可
ヲ
経
テ
然
ル
後
施
行
ス
其
下
欺
ハ
卿
ノ
意
見
ヲ
以
テ
専
行
ス
ル
ヲ
得
上

下
二
欺
ノ
事
務
こ
於
テ
ハ
卿
皆
其
責
二
任
ス

上
欺

第
一
条
　
歳
入
ヲ
予
算
シ
テ
公
費
ノ
年
額
ヲ
定
ム
ル
事
〔
以
下
、
省
略
〕

右
の
職
制
事
務
章
程
で
は
事
務
の
分
掌
主
体
が
省
で
あ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
る
と
共
に
、
事
務
章
程
の
冒
頭
で
は
事
務
が
省
に
所
在

す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
前
の
職
制
事
務
章
程
と
は
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、
事
務
が
省
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
は
変
わ
り
は
な

ヽ

4

　

0

．

．

∨

な
お
寮
に
係
る
事
務
配
分
規
定
は
本
職
制
事
務
章
程
で
初
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
従
前
は
職
制
事
務
章
程
と
は
別
の
太
政

官
達
等
で
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
寮
は
一
八
七
七
年
の
太
政
官
達
三
号
で
廃
さ
れ
局
に
改
め
ら
れ
る
と
共
に
、
従
来
の
本
省
を

本
局
と
し
て
い
る
　
（
明
一
〇
大
蔵
省
達
乙
四
号
）
。

聞
　
職
制
事
務
章
程
は
一
八
八
〇
年
に
も
全
面
的
な
改
正
を
被
る
が
（
明
二
三
太
政
官
達
六
〇
号
）
、
右
の
傾
向
は
依
然
と
し
て
維
持

さ
れ
て
い
る
。

大
蔵
省
職
制
拉
事
務
章
程

大
蔵
省
ハ
全
国
財
政
二
関
ス
ル
事
務
ヲ
管
理
ス
ル
ノ
所
こ
シ
テ
左
ノ
諸
局
各
其
主
務
ヲ
幹
理
ス

書
記
局
〔
以
下
、
省
略
〕

職
制



荊松討∪義恵のそと容変の位単分コ
し

五
日務事るナ於

．
－法

l
定制7

－
J

I
J

卯

一
部
下
ノ
官
員
ヲ
統
率
シ
テ
主
管
百
般
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス
　
〔
以
下
、
省
略
〕

事
務
章
程

主
管
ノ
事
務
左
こ
記
列
ス
ル
者
ハ
卿
其
意
見
ヲ
申
奏
シ
裁
可
ヲ
経
テ
然
ル
後
施
行
ス
其
他
ハ
卿
之
ヲ
専
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
其
施
行
二
付
テ
ハ
卿
菅
其
責
こ
任
ス

第
一
条
　
主
管
ノ
事
務
二
付
部
下
ノ
官
吏
ヲ
外
国
こ
派
遣
ス
ル
事
〔
以
下
、
省
略
〕

右
の
職
制
事
務
章
程
の
冒
頭
で
は
、
省
が
そ
の
事
務
を
管
理
す
る
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
後
の
各
省
別
の
官
制
で
は
各
省

大
臣
が
事
務
を
管
理
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
（
一
条
）
、
ま
た
前
に
み
た
よ
う
に
、
各
省
別
の
官
制
で
は
省
は
各
省
大
臣
が
事

務
を
管
理
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
本
職
制
事
務
章
程
は
こ
の
内
後
者
の
規
定
ぶ
り
の
先
駆
け
で
あ
る
と
も
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
事
務
管
理
の
主
体
が
省
と
さ
れ
て
い
る
点
に
於
て
、
後
の
各
省
別
の
官
制
と
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で

あ
り
、
寧
ろ
従
前
の
職
制
事
務
章
程
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
本
職
制
事
務
章
程
は
、
従
前
の
職
制
事
務
章
程
か
ら
各
省

別
の
官
制
へ
の
移
行
過
程
に
あ
る
規
定
形
式
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
局
レ
ベ
ル
の
事
務
配
分
は
別
途
大
蔵
省
達
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
一
八
七
九
年
に
は
既
に
、
本
局
を
改
め
て
設

（5）

置
さ
れ
た
書
記
局
・
議
案
局
の
両
者
の
事
務
配
分
を
定
め
る
規
定
に
於
て
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
の
構
造
が
取
ら
れ
て
い
る
。

㈲
　
大
蔵
省
職
制
事
務
章
程
は
以
上
の
よ
う
な
改
正
を
経
て
き
た
が
、
一
八
八
一
年
に
、
そ
れ
迄
各
省
毎
に
定
め
ら
れ
て
い
た
省
卿
等

の
権
限
を
統
一
的
に
規
律
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
諸
省
事
務
章
程
通
則
（
明
二
四
太
政
官
達
九
四
号
）
に
よ
り
各
省
別

の
職
制
事
務
章
程
は
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
諸
省
事
務
章
程
通
則
は
そ
の
内
容
上
は
後
の
各
省
官
制
通
則
の
前
身
と
い
え
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
規
定
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
各
省
毎
の
事
務
配
分
に
就
い
て
は
別
途
、
従
前
の
通
り
と
す
る
と
い
う
太
政
官
達
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（
九
五
号
）
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
措
置
さ
れ
て
い
る
。

諸
省
事
務
章
程
通
則
の
内
、
本
稿
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
条
項
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

第
一
条
　
各
省
卿
ハ
各
省
ノ
行
政
事
務
ヲ
総
理
ス

第
四
条
　
凡
法
律
規
則
布
達
ノ
革
王
管
ノ
事
嬰
一
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
各
省
蜘
之
二
副
署
シ
其
執
行
ノ
軍
一
任
ス
ヘ
シ
若
シ
両
省
以
上
こ
関
渉
ス
ル
モ
ノ
ハ
関
渉
ノ

省
卿
均
シ
ク
之
こ
連
署
シ
其
責
二
任
ス
ヘ
シ

こ
の
よ
う
に
一
条
で
は
、
「
各
省
ノ
行
政
事
務
ヲ
総
理
」
す
る
主
体
が
各
省
卿
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
迄
み
た
よ
う
に
、
従
来
の
大
蔵

省
職
制
事
務
牽
程
で
は
、
省
を
主
辞
と
す
る
事
務
配
分
が
な
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
主
辞
の
変
更
が
諸
省
事
務
章
程
通
則
に
於
け
る
大
き

な
変
化
で
あ
る
。
他
方
で
、
各
省
卿
に
よ
っ
て
総
理
さ
れ
る
「
行
政
事
務
」
は
従
前
通
り
「
各
省
ノ
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
四
条

は
、
こ
こ
で
初
め
て
明
定
さ
れ
た
各
省
卿
に
よ
る
副
署
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
副
署
は
本
稿
と
の
関
係
で
少
な

か
ら
ぬ
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

㈲
　
以
上
は
太
政
官
別
の
下
で
の
動
向
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
五
年
一
二
月
の
内
閣
制
度
創
設
の
後
翌
年
二
月
に
は
、
公
文
式
に
続
く

勅
令
と
し
て
「
各
省
官
制
」
（
明
一
九
勅
二
号
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
各
省
官
制
通
則
と
各
省
別
の
官
制
を
一
体
化
し
た

内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
通
則
中
本
稿
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
条
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
条
　
各
省
大
臣
ハ
其
主
任
ノ
事
務
及
今
後
法
律
勅
令
二
依
り
主
任
二
屈
ス
ル
事
務
二
付
其
貫
こ
任
ス
ヘ
シ

主
任
ノ
事
務
両
省
以
上
こ
関
渉
ス
ル
ト
キ
ハ
関
渉
ノ
各
省
大
臣
ノ
問
こ
協
議
ヲ
経
テ
其
主
任
ヲ
定
メ
上
奏
ス
ヘ
シ
若
シ
各
省
大
臣
ノ
間
協
議
決
定
セ
サ
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
閣
議
二
提
出
ス
ヘ
シ

第
四
条
　
凡
ソ
法
律
勅
令
ノ
各
省
大
臣
主
任
ノ
事
務
二
間
ス
ル
モ
ノ
ハ
各
省
大
臣
内
閣
総
理
大
臣
ト
均
シ
ク
之
二
副
署
ス
若
シ
両
省
以
上
二
間
捗
ス
ル
モ
ノ
ア

ル
ト
キ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
及
関
渉
ノ
各
省
大
臣
均
シ
ク
之
こ
連
署
ス
ヘ
シ
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第
三
十
一
条
　
各
省
二
大
臣
官
房
ヲ
置
ク
大
臣
官
房
ハ
機
密
文
書
ヲ
掌
り
大
臣
次
官
ノ
官
印
及
省
印
ヲ
管
守
ス

ま
た
、
大
蔵
省
に
関
す
る
部
分
に
就
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

大
蔵
省

第
一
条
　
大
蔵
大
臣
ハ
歳
入
歳
出
租
税
国
債
貨
幣
及
ヒ
銀
行
二
間
ス
ル
事
務
ヲ
管
理
シ
地
方
ノ
財
務
ヲ
監
督
ス

第
三
条
　
大
蔵
省
総
務
局
こ
書
記
官
五
人
ヲ
置
キ
通
則
二
掲
ク
ル
モ
ノ
、
外
伝
票
課
監
督
課
備
荒
儲
蓄
課
及
整
理
課
ヲ
置
キ
其
事
務
ヲ
分
掌
セ
シ
ム

第
四
条
　
伝
票
課
ハ
左
ノ
規
程
二
依
り
国
庫
金
ノ
支
出
伝
票
ノ
事
ヲ
掌
ル

一
、
〔
以
下
、
省
略
〕

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
省
を
事
務
の
管
理
主
体
と
す
る
規
定
や
各
省
大
臣
が
省
の
事
務
を
管
理
す
る
と
す
る
規
定
は
姿
を

消
し
て
い
る
（
尤
も
九
条
や
三
〇
条
等
に
は
「
省
務
」
の
語
が
あ
る
）
。
代
わ
り
に
、
各
省
大
臣
が
責
任
を
負
う
べ
き
「
主
任
ノ
事
務
」

が
規
定
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
各
省
官
制
は
一
八
九
〇
年
に
仝
改
さ
れ
る
と
共
に
各
省
官
制
通
則
と
各
省
別
の
官
制
と
に
分

離
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
帝
国
憲
法
五
五
条
二
項
に
国
務
大
臣
に
よ
る
副
署
規
定
が
設
け
ら
れ
ま
た
内
閣
職
権
に
代
わ
っ
て
制
定
さ

れ
た
内
閣
官
制
（
明
二
二
勅
一
三
五
）
に
於
て
「
各
省
専
任
ノ
行
政
事
務
二
属
ス
ル
」
勅
令
に
就
い
て
は
主
任
の
各
省
大
臣
の
み
が
副
署

す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
係
で
総
則
四
条
が
全
く
別
の
内
容
に
改
め
ら
れ
た
も
の
の
、
先
の
点
で
の
変
更
は
み
ら
れ
ず
、

ま
た
各
省
大
臣
が
事
務
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
規
定
は
各
省
別
の
官
制
の
一
条
に
引
き
継
が
れ
、
第
二
次
大
戦
後
の
各
省
設
置
法
の
制

定
迄
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
九
〇
年
の
各
省
官
制
仝
改
に
伴
う
本
稿
の
観
点
か
ら
の
大
き
な
変
化
は
、
局
レ
ベ
ル
の
事
務
配
分
に
み
ら
れ
る
。
先
ず
、
各
省
官

制
通
則
の
大
臣
官
房
に
係
る
規
定
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

第
二
十
条
　
各
省
二
大
臣
官
房
ヲ
置
ク
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大
臣
官
房
二
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一
接
密
文
書
二
間
ス
ル
コ
ト
〔
以
下
、
省
略
〕

先
に
み
た
よ
う
に
、
改
正
前
の
通
則
で
は
先
に
み
た
よ
う
に
大
臣
官
房
を
主
辞
と
し
た
事
務
配
分
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
改
正

後
は
大
臣
官
房
を
事
務
の
掌
ら
れ
る
場
と
す
る
規
定
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
各
省
官
制
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
大
蔵

省
官
制
に
就
い
て
は
、
局
へ
の
事
務
配
分
に
就
い
て
、
先
に
み
た
規
定
形
式
が
改
め
ら
れ
、
「
○
○
局
こ
於
テ
ハ
○
○
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
」

（6）

と
局
を
事
務
の
掌
ら
れ
る
場
と
す
る
、
各
省
設
置
法
の
制
定
迄
続
く
先
に
み
た
規
定
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
こ
の
点
他
の
省
で

は
、
一
八
八
六
年
の
各
省
官
制
時
点
で
既
に
（
総
務
局
を
除
き
）
局
を
事
務
の
掌
ら
れ
る
場
と
す
る
規
定
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
あ
り
、
ま
た
課
に
就
い
て
は
大
蔵
省
を
除
く
全
て
の
省
で
こ
れ
と
同
様
の
規
定
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
終
的
に

官
制
の
レ
ベ
ル
で
は
、
局
へ
の
事
務
配
分
に
就
い
て
も
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
行
政
官
庁
理
論
と
背
反
し
な
い
よ
う
な
規
定
形
式
が
取
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
の
官
制
を
支
配
し
て
い
た
各
省
大
臣
を
主
辞
と
す
る
事
務
配
分
形
式
が
完
成
し
た
の
は
一
八
八
六
年
の
各
省
官

制
に
於
て
で
あ
り
、
こ
れ
が
局
レ
ベ
ル
に
於
け
る
事
務
配
分
規
定
に
於
て
も
徹
底
さ
れ
た
の
が
一
八
九
〇
年
の
各
省
官
制
改
正
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
各
省
官
制
以
前
に
は
、
省
を
主
辞
と
す
る
・
或
い
は
事
務
を
省
の
も
の
と
す
る
規
定
形
式
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
転
機
と
な
っ

た
の
が
一
八
八
一
年
の
諸
省
事
務
章
程
通
則
制
定
か
ら
八
六
年
の
各
省
官
制
制
定
の
間
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以
前
に
も
各
省
卿
を
規
定
の

中
心
に
置
く
方
向
で
の
改
正
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
問
題
は
、
か
か
る
転
機
乃
至
方

向
性
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
就
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。（9）

二
　
川
　
右
の
八
六
年
各
省
官
制
の
立
案
は
八
五
年
二
一
月
末
の
内
閣
制
度
創
設
の
後
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
官
制
審
査
委
員
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
委
員
長
は
井
上
毅
で
あ
り
、
委
員
は
伊
東
巳
代
治
、
金
子
堅
太
郎
（
以
上
、
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
）
、
荒
川
邦
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一

蔵
、
曾
根
荒
介
、
山
脇
玄
（
以
上
、
法
制
局
参
事
官
）
　
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
各
省
別
の
官
制
が
分
担
し
て
起
案
さ
れ
る
と
共
に
成
案
に

、〓、

就
い
て
は
英
訳
の
上
法
律
顧
問
H
・
ロ
エ
ス
ラ
ー
の
意
見
を
徹
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
も
の
の
、
先
に
み
た
行
政
官
庁
法
・
国
家
行
政

、〓、

組
織
法
や
九
〇
年
の
各
省
官
制
改
正
時
と
異
な
り
、
草
案
の
加
除
修
正
に
よ
る
生
成
過
程
を
辿
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
具
体
的
な

（12）

起
草
内
容
を
示
唆
す
る
史
料
も
今
迄
の
と
こ
ろ
、
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
公
文
式
と
比
べ
て
も
極
め
て
乏
し
く
、
例
え
ば
右
の
よ
う
に
そ

の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
各
省
官
制
に
対
す
る
ロ
エ
ス
ラ
ー
意
見
書
も
、
公
文
式
に
対
す
る
も
の
と
異
な
り
公
開
文
書
中
に
は
見
出
せ
な

1　0
．
レ

八
六
年
各
省
官
制
の
制
定
に
当
た
り
そ
の
基
本
方
針
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
井
上
毅
遺
文
書
「
梧
陰
文
庫
」

（13）

中
に
各
省
官
制
に
関
す
る
意
見
案
（
B
－
六
八
六
、
六
八
七
）
　
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
日
付
が
な
い
が
、
八
五
年
一
二
月
二
六
日
付
の
「
各

、〓、

省
事
務
整
理
綱
領
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
そ
の
内
容
か
ら
、
同
H
以
降
各
省
官
制
起
案
の
比
較
的
早
い
時
期
迄
に
作
成

さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
は
各
省
官
制
中
「
各
省
こ
通
ス
ル
規
則
」
と
「
各
省
特
二
掲
ク
へ
キ
者
」
と
に
振
り
分
け
る
べ
き
事
項

や
「
各
省
二
委
任
ス
ヘ
キ
者
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
各
省
こ
通
ス
ル
規
則
」
に
は
「
長
官
井
次
官
ノ
権
限
」
等
が
挙
げ
ら
れ
、
「
各
省

特
こ
掲
ク
へ
キ
者
」
に
は
「
各
省
ノ
職
務
」
「
各
省
ノ
局
名
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
各
省
官
制
は
こ
の
振
分
に
従

（15）

っ
て
通
則
・
各
省
部
分
が
編
成
さ
れ
て
お
り
、
本
意
見
案
が
各
省
官
制
起
案
に
際
し
て
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
こ
と
が
十
分
に
窺
え
る
も

の
の
、
こ
の
意
見
案
に
は
、
各
省
官
制
に
於
て
従
前
の
省
の
事
務
が
主
任
の
事
務
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
各
省
官
制
の
立
案
過
程
の
み
か
ら
は
、
各
省
大
臣
を
主
辞
と
す
る
事
務
配
分
形
式
が
採
用
さ
れ
た
経
緯
を
知
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
他
方
で
右
の
よ
う
に
各
省
官
制
の
立
案
に
関
わ
っ
た
当
事
者
は
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
遺
文
書
の
中
に
は
各
省
官

制
制
定
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
立
案
に
当
た
り
留
意
さ
れ
た
事
項
を
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

∽
　
前
に
み
た
よ
う
に
、
事
務
配
分
に
於
て
各
省
卿
が
従
来
の
各
省
に
代
わ
り
主
辞
と
さ
れ
た
の
は
一
八
八
一
年
の
諸
省
事
務
章
程
通
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（16）

別
に
於
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
諸
省
事
務
章
程
通
則
に
就
い
て
も
各
省
官
制
と
同
様
に
そ
の
起
草
過
程
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
制
定
の
経

緯
を
示
す
も
の
と
し
て
、
法
規
分
類
大
全
中
に
山
螺
有
朋
参
議
の
建
議
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
所
掌
の
細
目
を
定
め
な
け
れ
ば
責
任
の
帰

す
る
と
こ
ろ
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
従
来
各
省
の
分
掌
は
そ
の
大
要
の
み
が
定
め
ら
れ
て
お
り
規
程
に
不
備
が
あ
る
こ
と
、
従

来
各
省
分
掌
の
変
更
に
一
々
各
省
章
程
の
改
正
で
対
応
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
朝
令
暮
改
の
弊
に
陥
っ
て
い
た
の
を
改
め
、
通
則
を
定
め

る
と
共
に
各
省
分
掌
は
当
面
は
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
つ
つ
他
日
「
綱
領
細
目
具
備
ス
ル
ノ
規
程
」
が
確
定
し
た
際
に
は
こ
れ
を
総

則
の
後
に
接
続
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り
各
省
分
掌
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
り
責
任
の
帰
す
る
と
こ
ろ
も
詳
細
に
定
ま
る
こ
と
が
主
張
さ

（17）

れ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
諸
省
事
務
章
程
通
則
制
定
の
際
に
各
省
の
分
掌
範
囲
が
従
前
の
通
り
と
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
に
倣
っ
た
も
の

（1。。）

と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
趣
旨
が
責
任
の
明
確
化
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
諸
省
事
務
章
程
通
則
は
前
述
の
よ
う
に
従
来
各
省
別
に
定
め
ら
れ
て
い
た
各
省
卿
等
の
権
限
を
統
一
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
は
、
各
省
卿
に
よ
る
副
署
も
そ
の
四
条
で
初
め
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
副
署
の
意
義
に
就
い
て
は
同
条
の
文
言
に
従

い
、
大
臣
の
執
行
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
副
署
の
意
義
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
就
い
て
当
時

の
立
案
担
当
者
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
外
国
人
答
議
に
大
臣
副
署
に
係
る
節
が
複
数
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
答
議
中
の
も
の
で
、
こ
れ
に
は
日
付
が
な
い
が
、
こ
の
節
を
含
め
る
「
ロ
ス
エ
ル
氏
答
議

第
豆
墟
」
が
一
八
八
一
、
八
二
の
両
年
の
答
議
を
収
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
節
も
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
前
後
に
な
さ
れ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
同
所
で
は
バ
イ
エ
ル
ン
・
プ
ロ
イ
セ
ン
等
の
主
任
の
大
臣
に
よ
る
副
署
規
定
を
挙
げ
つ
つ
、
規
則
の
発
令
の
有
す
る

「
効
力
」
と
し
て
「
副
署
二
由
テ
有
効
ト
ナ
ル
」
と
共
に
「
其
署
名
セ
シ
大
臣
ハ
、
責
任
ヲ
有
ス
ル
」
　
（
傍
点
原
文
）
　
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

（19）

後
者
に
は
「
普
国
二
於
テ
ハ
大
臣
ハ
唯
国
主
二
対
シ
テ
ノ
ミ
責
任
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
補
足
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ル
ー
ド
ル
フ
答

（
2
0
〓
2
1
）

議
中
で
も
、
副
署
と
大
臣
の
責
任
と
の
関
係
に
就
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
右
の
よ
う
に
大
臣
責
任
と
密
接
な
関
係
を
持
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（

2

2

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

器

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

2

1

）

つ
副
署
の
意
義
は
、
後
の
公
文
式
や
帝
国
憲
法
五
五
条
の
立
案
の
際
に
も
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
凍
る
。

各
省
卿
に
よ
る
副
署
は
こ
れ
迄
も
諸
省
事
務
牽
程
通
則
の
特
徴
の
一
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の

副
署
制
が
各
省
卿
を
事
務
分
掌
の
主
辞
と
し
た
こ
と
と
併
せ
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
右
の
よ
う
に
副
署
が
大
臣
の

執
行
責
任
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
さ
れ
且
つ
立
案
担
当
者
も
こ
れ
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
諸
省
事
務
章
程
通
則
の

制
定
趣
旨
が
責
任
の
明
確
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
副
署
制
の
導
入
と
各
省
卿
を
事
務
分
掌
の
主
辞
と
す
る
こ
と
と
が
偶
然
同
時
に
な
さ
れ

た
の
で
は
な
く
意
識
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

畑
　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
各
省
卿
を
各
省
の
行
政
事
務
の
責
任
主
体
と
し
た
こ
と
の
経
緯
で
あ
る
。
諸
省
事
務
章
程
通
則
制
定

の
前
月
の
一
八
八
一
年
一
〇
月
に
は
、
参
議
省
卿
兼
任
制
の
復
活
が
行
わ
れ
て
い
る
。
参
議
と
省
卿
と
を
分
離
す
る
か
兼
任
さ
せ
る
か
は

（25）

そ
れ
迄
政
府
部
内
で
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
兼
任
制
の
復
活
は
、
政
府
部
内
で
省
卿
の
責
任
を
重
く
す
る
方
向
で

の
意
見
が
複
数
表
明
さ
れ
る
中
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
は
最
高
機
関
と
し
て
太
政
官
が
置
か
れ
そ
の
下
に
各
省
が
置
か
れ
る
と
共
に
、

各
省
の
長
た
る
省
卿
は
太
政
官
に
隷
し
そ
の
指
示
を
受
け
て
省
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
及
び
参
議
の

（26）

下
に
あ
り
天
皇
を
輔
弼
す
る
地
位
に
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
体
制
の
下
で
は
省
卿
は
省
務
の
処
理
の
際
に
一
々
太
政
官
の

指
揮
を
仰
ぐ
煩
雑
が
あ
る
こ
と
、
実
際
の
省
務
の
担
当
と
天
皇
に
対
す
る
輔
弼
と
の
関
係
が
不
明
確
と
な
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

（27）

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
例
え
ば
井
上
毅
は
－
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
や
参
議
省
卿
兼
任
制
の
復
活
の
前
に
ー
次
の
よ
う

に
述
べ
、
参
議
省
卿
兼
任
制
よ
り
更
に
進
ん
で
、
太
政
官
制
に
代
わ
る
制
度
の
導
入
を
唱
え
て
い
る
。

〈
従
前
各
省
ヨ
リ
大
〔
マ
マ
〕
政
大
臣
へ
首
テ
伺
書
ヲ
以
テ
指
令
ヲ
取
候
者
即
チ
大
宝
制
之
精
神
ニ
ヨ
リ
諸
省
ハ
太
政
官
ノ
分
司
タ
ル
政
体
之
遺
物
欺
ト
存
侯

今
度
諸
省
卿
即
チ
内
閣
タ
ル
之
新
制
ヲ
被
用
候
上
ハ
太
政
官
ナ
ル
一
箇
ノ
最
上
等
官
府
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
故
二
以
後
太
政
官
指
令
之
別
ハ
被
廃
可
然
欺
而
シ
テ
諸

省
卿
其
主
任
ノ
事
務
内
閣
ノ
会
議
ヲ
経
ベ
ク
又
　
皇
上
陛
下
之
制
可
ヲ
淳
ベ
キ
モ
ノ
又
元
老
院
之
会
議
参
議
院
之
議
可
ヲ
経
ベ
キ
モ
ノ
ト
思
惟
ス
ル
時
ハ
自
ラ
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署
名
セ
ル
文
書
ヲ
懐
キ
内
閣
こ
提
出
ス
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ベ
シ
　
〔
中
略
〕
右
ノ
文
書
こ
対
シ
大
臣
ハ
指
令
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
即
チ
他
ノ
内
閣
貝
ト
同
シ
ク
是
こ
可
否

ノ
垂
押
ア
ル
ニ
止
マ
ル
ベ
シ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
レ
バ
以
テ
諸
省
卿
ノ
責
任
ヲ
重
ク
ス
ル
二
足
ラ
ザ
ラ
ン
欺
／
〔
中
略
〕

右
等
ノ
変
迂
二
付
テ
ハ
可
成
今
度
各
省
卿
ノ
責
任
ヲ
明
こ
被
成
皮
奉
存
候
因
而
前
昨
日
ノ
高
論
こ
従
ヒ
左
こ
試
草
仕
候

内
閣

一
内
閣
ハ
大
政
大
臣
左
右
大
臣
各
省
卿
参
議
院
長
ヲ
以
テ
組
織
ス
　
〔
以
下
省
略
〕

l
各
省
卿
ハ
其
主
任
ノ
事
件
こ
係
ル
詔
勅
政
令
こ
付
　
旨
ヲ
奉
シ
署
名
ス
ヘ
シ
其
両
省
以
上
こ
係
属
ス
ル
ノ
事
件
ハ
両
省
以
上
主
任
ノ
卿
同
ク
　
旨
ヲ
奉
シ

連
署
ス
ベ
シ

二
貢
任
之
條
　
？
〔
以
下
省
略
〕

右
等
明
早
朝
拝
趨
之
上
委
細
相
伺
申
度
奉
存
候
頓
首

謂
　
省
　
卿

九
月
二
十
一
日

伊
藤
参
議
殿

旧
　
天
皇
　
－
　
大
臣
－

／
参
議

新
　
天
皇
　
－

大
臣

諸
省
卿

参
議
院
長

｛2。）

参
議
院
〔
以
下
省
略
〕
）
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大
臣
責
任
の
問
題
と
こ
れ
に
伴
う
署
名
制
の
導
入
は
こ
れ
以
前
に
も
幾
度
か
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
井
上
が
か
ね
て
か
ら
主
張
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
九
月
二
一
日
付
の
本
意
見
で
は
こ
れ
が
一
層
具
体
化
さ
れ
、
各
省
卿
を
太
政
官
の
下
に
置
く
制
を
改
め
各
省
卿
の
責
任
を
明

確
化
・
強
化
す
る
と
共
に
署
名
制
へ
の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
見
解
は
一
人
井
上
の
み
が
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
本

意
見
の
七
日
前
の
九
月
一
四
日
に
は
、
伊
藤
博
文
か
ら
井
上
宛
に
、
参
議
を
廃
し
各
省
卿
を
以
て
内
閣
を
組
織
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
と

（30）

共
に
内
閣
の
構
成
員
に
就
い
て
尋
ね
る
書
簡
が
出
さ
れ
て
い
る
。

三
　
と
こ
ろ
で
帝
国
憲
法
下
の
諸
論
者
は
一
般
に
、
輔
弼
を
行
な
う
国
務
大
臣
の
地
位
と
行
政
事
務
を
担
任
す
る
各
省
大
臣
の
地
位
と

（

3

1

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

…

曇

を
区
別
す
る
と
共
に
、
そ
こ
で
は
副
署
は
　
「
国
務
大
臣
ガ
大
権
ヲ
輔
弼
ス
ル
ノ
任
こ
在
ル
結
果
ト
シ
テ
」
　
の
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
副
署
を

（33）

要
求
す
る
「
国
務
に
関
す
る
詔
勅
」
は
「
国
務
大
臣
が
輔
弼
の
黄
に
任
ず
る
事
務
に
付
い
て
の
」
も
の
を
指
す
と
さ
れ
て
い
た
。
更
に
は

国
務
大
臣
の
「
行
政
官
庁
と
し
て
の
職
務
は
専
ら
官
制
及
び
そ
の
他
の
法
令
に
依
っ
て
定
ま
る
も
の
で
、
直
接
に
憲
法
の
関
す
る
所
で
は

（

封

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

3

5

）

な
い
」
「
各
省
大
臣
ハ
国
務
大
臣
ト
異
ナ
リ
帝
国
憲
法
二
依
テ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
シ
テ
官
制
こ
依
テ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
こ
れ
迄
み
て
き
た
大
臣
責
任
と
副
署
と
の
関
係
は
輔
弼
を
行
な
う
国
務
大
臣
と
し
て
の
地

位
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
行
政
事
務
の
配
分
先
に
係
る
問
題
を
副
署
と
絡
め
て
論
ず
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
、

ま
た
こ
れ
迄
み
て
き
た
大
臣
責
任
の
問
題
も
右
の
地
位
に
係
る
も
の
で
は
な
い
か
　
ー
従
っ
て
行
政
事
務
の
配
分
の
問
題
と
は
別
の
も
の

（36）

で
は
な
い
か
　
－
と
い
う
疑
問
も
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
帝
国
憲
法
や
諸
官
制
の
制
定
後
の
両
者
に
関
す
る
学
説
上
の
理
論
構
成
と
、

両
者
の
制
定
時
の
立
案
者
の
意
識
と
は
ー
特
に
学
説
が
制
定
過
程
を
踏
ま
え
た
分
析
を
怠
っ
て
い
る
場
合
に
は
－
別
異
に
成
り
立
ち
う

る
も
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
輔
弼
を
行
な
う
国
務
大
臣
の
地
位
と
行
政
事
務
を
担
任
す
る
各
省
大
臣
の
地
位
と
の
区
別
が
支
配
的
で
あ

っ
た
戦
前
期
に
あ
っ
て
、
既
に
鈴
木
安
蔵
博
士
は
内
閣
職
権
や
帝
国
憲
法
の
制
定
過
程
を
踏
ま
え
て
、
当
時
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
国

務
大
臣
と
行
政
大
臣
と
の
区
別
に
疑
義
を
呈
す
る
と
共
に
、
輔
弼
と
省
務
－
行
政
事
務
－
の
執
行
と
の
関
係
に
就
い
て
も
注
意
を
喚
起
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（37）

し
て
い
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
大
臣
責
任
の
明
確
化
乃
至
強
化
と
行
政
事
務
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅲ
　
先
に
み
た
よ
う
に
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
と
参
議
省
卿
兼
任
制
の
復
活
に
よ
り
、
各
省
卿
の
責
任
の
明
確
化
・
強
化
と
こ
れ

（38）

に
伴
う
副
署
制
の
導
入
が
図
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
伊
藤
や
井
上
の
構
想
と
は
な
お
懸
隔
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
太
政
官
制
の

廃
止
と
内
閣
制
度
の
創
設
は
一
八
八
五
年
末
の
太
政
官
達
六
九
号
と
内
閣
職
権
の
制
定
に
よ
っ
て
実
現
す
る
が
、
そ
の
経
緯
を
示
す
も
の

（39）

と
し
て
屡
々
引
用
さ
れ
て
い
る
三
條
太
政
大
臣
の
奏
議
－
　
こ
れ
は
井
上
の
起
草
に
よ
る
　
－
は
、
「
太
政
官
ヲ
以
テ
諸
省
ノ
冠
首
ト
シ
諸

省
ヲ
以
テ
隷
属
ノ
文
官
ト
ス
此
レ
ヨ
リ
ノ
後
諸
省
ハ
専
ラ
指
令
ヲ
太
政
官
こ
仰
キ
太
政
官
ハ
此
ヲ
下
シ
テ
施
行
セ
シ
メ
凡
ソ
文
書
ノ
上
奏

ス
ル
者
ハ
皆
太
政
官
こ
経
由
」
す
る
従
来
の
太
政
官
制
に
は
「
各
省
長
官
ノ
責
任
ヲ
軽
ク
シ
徒
二
晩
滞
ノ
弊
」
が
あ
る
と
し
て
、
太
政
官

話
職
を
廃
し
「
宰
臣
会
議
御
前
こ
事
ヲ
奏
ス
ル
ノ
所
」
た
る
内
閣
を
設
け
「
諸
事
臣
入
テ
ハ
大
政
こ
参
シ
出
テ
ハ
各
部
ノ
職
こ
就
」
く
べ

（40）

き
と
述
べ
、
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
太
政
官
制
の
問
題
点
を
示
す
と
共
に
、
こ
れ
を
克
服
す
る
為
に
内
閣
の
構
成
員
た
る
地
位
と
行
政
各

部
の
職
と
が
一
体
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
新
た
に
創
設
さ
れ
た
内
閣
制
度
と
太
政
官
制
と
の
相
違
に
就
い
て
は
こ
れ
迄

、〓、

も
屡
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
内
閣
制
度
の
下
で
は
各
省
大
臣
が
最
高
行
政
機
関
と
さ
れ
る
と
共

に
、
夫
々
直
接
に
単
独
の
輔
弼
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
井
上
が
大
臣
の
連
帯
責
任
制
を
否
定
し
単
独
輔
弼
責

任
制
を
主
張
し
た
こ
と
自
体
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
一
八
八
五
年
一
二
月
一
一
日
付
の
伊
藤
宛
井
上
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
望
ム
ラ
ク
ハ
独
逸
流
之
憲
法
上
、
合
議
責
任
之
特
例
ヲ
除
ク
外
、
各
自
責
任
之
意
味
最
モ
明
白
二
相
見
え
候
様
有
之
庶
事
二
存
侯
、
既
二
交
絢
社
之
私
擬
憲

法
ニ
ハ
、
内
閣
ハ
連
帯
シ
テ
其
真
二
任
ス
ベ
シ
と
、
明
文
二
掲
ケ
候
モ
有
之
候
、
さ
て
ハ
各
相
均
シ
ク
皆
内
閣
大
臣
と
し
て
、
諸
省
之
事
務
ハ
其
分
課
兼
任
た

（42）

る
棟
之
組
織
を
示
し
候
ハ
、
、
即
ち
連
帯
栗
任
之
議
論
こ
向
テ
、
此
上
な
き
論
拠
を
与
へ
、
勢
力
を
増
加
す
る
ハ
、
予
想
す
べ
き
哉
二
奉
存
候
、
〔
以
下
省
略
〕
　
）

（
傍
点
松
戸
）
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こ
こ
で
は
連
帯
責
任
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
な
さ
れ
つ
つ
、
大
臣
の
「
各
自
責
任
」
　
の
内
容
と
し
て
、
「
諸
省
之
事
務
」
を
「
分
課

兼
任
」
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
組
織
立
案
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
井
上
に
あ
っ
て
は

大
臣
の
個
別
責
任
に
行
政
事
務
た
る
省
務
を
担
任
す
る
こ
と
も
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
先
に
み
た
後
の
学
説
が
大
臣
の

輔
弼
責
任
と
行
政
事
務
の
担
任
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
と
は
懸
隔
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
よ
り
前
に
も
井
上
は
一
八
八
一
年
六
月
の
岩
倉

具
視
宛
「
意
見
第
二
」
で
は
よ
り
直
裁
に
、
連
帯
責
任
を
取
る
な
ら
ば
「
一
省
長
官
ノ
職
務
失
錯
」
あ
る
と
他
の
各
省
長
官
も
全
て
退
職

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
述
べ
つ
つ
、
「
若
シ
一
執
政
ノ
過
失
必
ス
衆
執
政
ノ
責
こ
帰
セ
シ
メ
バ
凡
行
政
ノ
事
務
ハ
各
部
ノ
分
任
専
掌
ア

ル
こ
拘
ラ
ズ
必
ス
予
メ
衆
執
政
ノ
公
議
ヲ
経
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
而
シ
テ
各
自
分
担
ノ
責
任
ヲ
軽
ク
ス
ル
こ
至
ラ
ン
ト
ス
」
　
（
傍
点
松

（43）戸
）
　
と
述
べ
て
い
る
。

∽
　
こ
の
よ
う
に
行
政
事
務
た
る
省
務
乃
至
主
管
事
務
を
大
臣
の
個
別
責
任
の
対
象
と
す
る
考
は
、
内
閣
職
権
の
制
定
に
続
い
て
な
さ

l小、

れ
た
帝
国
憲
法
の
起
草
過
程
で
も
現
わ
れ
て
い
る
。
一
連
の
起
草
過
程
の
最
初
を
な
す
も
の
と
さ
れ
る
井
上
起
草
の
草
案
　
－
　
こ
れ
は
一

（45）

八
八
七
年
二
月
迄
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
　
ー
中
の
関
係
す
る
条
項
に
は
、
夫
々
次
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
最
初

の
草
案
と
い
う
こ
と
も
あ
り
加
筆
修
正
甚
だ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
加
筆
修
正
後
の
も
の
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

りl・

第
　
條
　
内
閣
貝
ハ
各
省
大
臣
（
及
参
事
院
議
長
）
　
ヲ
以
テ
組
織
ス
　
〔
以
下
省
略
〕

〈
　
（
説
明
）
各
省
大
臣
ハ
入
テ
内
閣
二
参
賛
シ
出
テ
各
部
ノ
事
務
二
当
り
　
天
皇
枢
機
ノ
顧
問
ト
シ
テ
兼
テ
又
分
任
ノ
責
ヲ
負
ヒ
国
ノ
重
要
機
関
タ
ル
者
ナ

リ
）続

け
て
上
古
以
来
の
沿
革
を
述
べ
維
新
後
太
政
官
制
で
の
省
卿
の
位
置
づ
け
に
就
い
て
言
及
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
ノ
詔
命
二
至
り
実
二
大
こ
内
閣
ノ
組
紙
ヲ
改
メ
諸
大
臣
ヲ
シ
テ
全
ク
隷
属
ノ
位
地
ヲ
免
レ
天
皇
二
奉
対
シ
各
々
其
貢
二
当
ラ
シ
メ



ガ
ー
J年7002号2巻13学法自

崗広

耗
フ
ル
こ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ
以
テ
シ
一
ハ
以
テ
各
大
臣
ノ
職
権
ヲ
重
ク
シ
担
任
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
シ
メ
　
〔
以
下
、
省
略
〕
）

第
　
條
　
内
閣
総
理
大
臣
及
各
省
大
臣
ハ
職
務
こ
就
キ
各
ゝ
ゝ
其
貫
二
任
ス

（
各
省
大
臣
こ
至
テ
ハ
其
主
任
ノ
事
務
こ
就
キ
格
別
こ
其
責
二
任
ス
ル
者
こ
シ
テ
回
ヨ
リ
連
帯
ノ
責
ア
ル
こ
非
ズ
蓋
総
理
大
臣
及
各
省
大
臣
ハ
均
シ
ク
　
天
皇

ノ
撰
任
シ
玉
フ
所
ニ
シ
テ
各
自
ノ
進
退
ハ
一
二
　
叡
旨
二
由
り
首
相
既
二
各
相
ヲ
左
右
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
各
省
亦
首
相
二
繋
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
レ
ハ
ナ
リ
彼

ノ
内
閣
ヲ
以
テ
専
ラ
団
結
ノ
一
体
ト
シ
大
臣
ハ
一
個
ノ
資
格
ヲ
以
テ
参
政
ス
ル
こ
非
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
法
律
上
連
帯
ノ
責
任
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
カ
如
キ
ハ
国
ヨ
リ
我

力
国
体
ノ
宜
キ
こ
非
ス
）

続
け
て
連
帯
責
任
の
弊
と
し
て
、
政
党
勢
力
に
よ
っ
て
《
国
ノ
大
権
》
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
と
共
に
、
《
国
ノ
大
事
ハ

各
部
ノ
専
任
ス
ル
所
二
非
ス
而
テ
謀
猷
措
室
必
内
閣
二
依
ル
、
此
レ
乃
各
省
大
臣
協
同
翼
賛
均
シ
ク
其
カ
ヲ
陳
へ
其
責
ヲ
負
》
う
も
の
の

こ
れ
は
《
固
ヨ
リ
大
臣
ノ
本
分
こ
シ
テ
更
二
法
章
ノ
掲
載
二
促
ラ
サ
ル
》
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
《
千
八
百
七
十
五
年
憲
法
第
六
條
云

各
大
臣
ハ
一
般
ノ
政
務
こ
付
テ
ハ
共
同
シ
テ
責
二
任
シ
各
自
ノ
主
務
こ
付
テ
ハ
各
々
其
責
こ
任
ス
ト
此
レ
其
義
取
ル
ヘ
シ
ト
錐
、
其
立
言

（46）

亦
深
刻
こ
過
キ
渾
全
ノ
意
ヲ
失
フ
者
ナ
リ
》
と
し
て
、
政
務
責
任
と
主
務
責
任
と
の
区
別
は
敢
え
て
明
文
化
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
内
閣
制
度
創
設
の
趣
旨
や
連
帯
責
任
を
取
ら
な
い
こ
と
の
理
由
が
改
め
て
示
さ
れ
る
と
共
に
、
両
条
に
定
め

る
各
省
大
臣
の
責
任
が
「
各
部
ノ
事
務
」
に
対
す
る
「
分
任
ノ
責
」
乃
至
「
主
任
ノ
事
務
」
に
対
す
る
責
任
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
南
条
の
内
前
者
は
一
八
八
七
年
五
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
「
甲
案
試
草
正
文
」
上
で
削
除
さ
れ
「
内
閣
ハ
政
務

（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ヲ
分
担
ス
ル
各
大
臣
ヲ
以
テ
組
織
ス
」
に
代
え
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
も
改
変
の
後
、
井
上
意
見
を
契
機
と
し
て
、
八
八
年
一
月
二
七
日

付
の
「
第
五
章
行
政
部
説
明
」
　
（
梧
陰
文
庫
A
－
六
五
）
以
降
削
除
さ
れ
る
が
、
同
条
の
説
明
は
後
の
帝
国
憲
法
五
五
条
一
項
（
一
八
八

九
年
一
月
の
枢
密
院
再
審
会
議
の
前
は
五
六
条
一
項
ま
た
は
五
七
条
一
項
）
　
「
国
務
各
大
臣
ハ
天
皇
ヲ
輔
弼
シ
其
ノ
責
こ
任
ス
」
　
の
説
明

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
同
項
の
原
形
と
な
る
と
共
に
、
そ
の
説
明
も
同
項
の
説
明
の
原
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
枢
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（49）　　　　　　　　（50）

密
院
に
於
け
る
憲
法
草
案
審
議
に
於
て
同
項
の
参
考
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
る
と
共
に
、
憲
法
義
解
で
の
説
明
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

一
連
の
過
程
で
憲
法
の
条
項
説
明
に
は
少
な
か
ら
ぬ
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
項
の
説
明
は
－
成
立
以
降
条
文
に
変
更
が
加
え

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
－
他
の
条
項
の
も
の
と
比
較
し
て
そ
の
大
旨
が
比
較
的
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
紙
幅
の
関
係
か
ら
、

本
稿
で
は
修
正
の
経
緯
を
追
う
こ
と
は
せ
ず
、
こ
こ
で
は
憲
法
義
解
中
の
説
明
を
み
る
。
同
書
は
一
般
に
流
布
し
て
い
る
の
で
、
先
の
井

上
草
案
上
の
説
明
と
の
相
違
点
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

刷
　
帝
国
憲
法
五
五
条
一
項
が
「
国
務
各
大
臣
ハ
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
憲
法
義
解
説
明
冒
頭
は
「
国
務
各
大
臣
は
入
て
内
閣
に

参
賛
し
、
出
て
各
部
の
事
務
に
当
り
、
大
政
の
貢
に
任
ず
る
者
な
り
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
当
初
案
の
「
各
省
大
臣
」
は
代
え
ら
れ
ま

た
「
大
政
の
責
に
任
ず
る
」
が
加
わ
っ
て
お
り
、
行
政
各
部
の
事
務
を
担
当
す
る
と
の
位
置
づ
け
は
後
景
に
退
い
て
は
い
る
が
、
な
お
維

持
さ
れ
て
い
る
。

続
く
上
古
以
来
の
沿
革
、
維
新
後
太
政
官
制
で
の
省
卿
の
位
置
づ
け
、
内
閣
制
度
創
設
の
趣
旨
に
関
す
る
説
明
は
、
一
部
に
修
正
が
加

え
ら
れ
つ
つ
も
そ
の
大
旨
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
大
臣
責
任
の
性
質
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
表
現
が
改
め
ら
れ
ま
た
フ
ラ
ン

ス
憲
法
の
援
用
は
削
除
さ
れ
つ
つ
も
、
「
各
省
大
臣
に
至
て
は
、
其
の
主
任
の
事
務
に
就
き
格
別
に
其
の
責
に
任
ず
る
者
に
し
て
、
連
帯

の
責
任
あ
る
に
非
ず
」
　
の
箇
所
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
条
を
含
む
第
四
車
全
体
の
説
明
で
は
、
従
来
（
但
し
先
の
井
上
説
明
に
は
な
い
）
　
「
国
務
大
臣
ハ
輔
弼
ノ
任
こ
居
り
詔
命
ヲ
宣

奉
シ
及
各
省
ノ
長
官
ト
シ
テ
各
部
ノ
政
務
ヲ
施
行
ス
」
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
憲
法
義
解
刊
行
本
の
前
段
階
で
「
及
各
省
ノ
長
官
ト
シ

（51）

テ
各
部
ノ
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
憲
法
義
解
で
は
、
（
国
務
）
大
臣
の
各
省
大
臣
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
井
上
草
案
上
の
説
明
に
比
べ
そ
の
比
重
を
下
げ
つ

つ
も
、
五
五
条
の
説
明
で
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
枢
密
院
で
の
五
五
条
一
項
の
審
議
に
於
て
は
よ
り
明
瞭
に
伊
藤
に
よ
り
、
達



ハ
U

ウ
J

－
J年7002号2巻13学法島広

（52）

帯
責
任
と
各
個
責
任
の
別
と
共
に
「
行
政
ノ
事
務
ハ
各
個
責
任
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ク
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

初
　
帝
国
憲
法
五
五
条
が
「
各
省
大
臣
」
に
代
え
て
「
国
務
大
臣
」
の
語
を
採
用
す
る
等
の
修
正
を
受
け
つ
つ
成
立
し
た
に
も
拘
ら
ず

同
条
が
国
務
大
臣
に
よ
る
行
政
各
部
の
事
務
の
担
当
を
合
意
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
右
の
憲
法
制
定
過
程

の
他
に
、
内
閣
官
制
の
制
定
過
程
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
帝
国
憲
法
の
制
定
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
従
前
の
内
閣

職
権
に
於
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
縮
小
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
各
省
専
任
ノ
行
政
事
務
こ
属
ス
ル
」
勅
令

に
就
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
と
主
任
の
各
省
大
臣
共
に
副
署
を
す
る
こ
と
か
ら
後
者
の
み
が
副
署
を
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
て
い
る
　
（
内

（53）

閣
職
権
五
条
、
内
閣
官
制
四
条
参
照
）
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
内
閣
官
制
の
制
定
を
求
め
る
奏
議
は
日
く
、

〈
憲
法
ノ
主
義
二
拠
ル
ニ
…
国
務
大
臣
ハ
各
々
其
職
務
ノ
黄
二
任
ス
ヘ
シ
今
総
理
大
臣
ハ
各
大
臣
ヲ
統
督
シ
法
律
勅
令
一
切
ノ
文
書
必
主
任
大
臣
ト
供
二
副
署

シ
其
権
力
広
大
こ
過
ル
ノ
嫌
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ス
宜
ク
内
閣
ノ
官
制
ヲ
改
メ
各
省
大
臣
ヲ
シ
テ
各
々
其
主
任
事
務
こ
就
テ
ハ
専
ラ
副
署
ノ
任
こ
当
ラ
シ
メ
以
テ

愈
々
憲
法
ノ
主
義
ヲ
通
ス
ヘ
キ
ナ
リ
）

国
務
大
臣
乃
至
各
省
大
臣
が
主
任
の
事
務
に
責
任
を
負
い
ま
た
こ
れ
に
就
い
て
の
副
署
の
任
に
当
た
る
と
こ
ろ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ

れ
に
副
署
を
通
じ
て
関
わ
る
こ
と
は
「
憲
法
ノ
主
義
」
か
ら
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
務
大
臣
乃
至
各
省
大
臣

が
主
任
の
事
務
に
責
任
を
負
う
こ
と
は
憲
法
（
五
五
条
）
　
の
主
義
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
憲
法
ノ
主
義
」
に
沿
う
と
い
う
こ
と

が
「
各
省
専
任
ノ
行
政
事
務
こ
属
ス
ル
」
勅
令
に
就
い
て
は
専
ら
主
任
の
大
臣
の
副
署
と
改
め
る
こ
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
各
省
の
行
政
事
務
に
対
す
る
大
臣
の
責
任
も
憲
法
（
五
五
条
）
　
に
合
意
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
こ
の
奏
議
で
は
、
副
署
が
大
臣
責
任
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
前
述
の
理
解
が
改
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
大
臣
責
任

は
、
右
の
よ
う
に
各
省
の
行
政
事
務
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
訳
で
あ
り
、
前
述
の
、
副
署
が
行
政
事
務
と
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
は

な
い
と
す
る
後
の
学
説
上
の
理
解
が
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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な
お
同
様
に
帝
国
憲
法
の
制
定
を
受
け
て
公
文
式
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
「
各
部
ノ
事
務
ヲ
各
大
臣

二
分
任
」
す
る
と
こ
ろ
、
「
我
ガ
憲
法
ハ
現
二
普
国
ノ
分
任
法
こ
依
レ
ル
者
ノ
如
シ
。
果
シ
テ
然
ラ
バ
現
行
ノ
公
文
式
ハ
之
ヲ
改
メ
ラ
レ
、

（54）

総
理
大
臣
ハ
大
事
こ
ノ
ミ
副
署
セ
ラ
レ
、
小
事
ハ
各
省
大
臣
こ
ノ
ミ
副
署
セ
ラ
ル
ベ
キ
カ
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
各
大
臣
が
各
部
の

事
務
を
分
任
す
る
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
が
副
署
の
あ
り
方
と
関
係
す
る
こ
と
が
立
案
関
係
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。

四
　
以
上
の
よ
う
に
内
閣
制
度
の
創
設
並
び
に
帝
国
憲
法
の
起
草
に
当
た
っ
て
は
、
大
臣
責
任
の
問
題
は
各
大
臣
の
主
任
の
事
務
乃
至

行
政
各
部
の
事
務
に
対
す
る
責
任
を
も
含
め
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
後
の
学
説
が
一
般
に
述
べ
る
よ
う
な
、
帝
国
憲
法
五
五
条
上
の
国
務

大
臣
の
地
位
は
行
政
事
務
を
分
担
す
る
各
省
大
臣
の
地
位
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
取
ら
れ
て
い
な
い
ー
　
そ
れ
故
前
述
の

鈴
木
博
士
の
指
摘
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
－
。
そ
し
て
右
の
内
容
を
持
っ
た
大
臣
責
任
は
、
連
帯
責
任
を
排
斥
し

大
臣
の
個
別
責
任
を
取
る
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
過
程
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
個
別
責
任
制
の
下
で
は
各
大
臣
の
責
任
の
範
囲
が
明
確
で
あ

る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
、
立
案
関
係
者
に
よ
っ
て
そ
の
意
向
が
繰
り
返
し
明
言
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
み
た
通
り
で
あ

る
。
こ
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
の
が
、
各
省
大
臣
を
主
辞
と
す
る
各
省
官
制
の
規
定
ぶ
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は
時
期
的
な
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。
各
省
大
臣
を
主
辞
と
し
た
事
務
分
掌
が
確
立
し
た
の
は
諸
省
事
務
章
程
通
則
で
あ
っ

た
。
尤
も
同
通
則
の
制
定
の
際
に
は
各
省
（
卿
）
　
へ
の
事
務
配
分
は
従
前
の
通
り
と
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
後
具
体
的
な
事
務
配
分
を
定
め

る
規
定
と
し
て
初
め
て
制
定
さ
れ
た
の
は
各
省
官
制
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
各
省
大
臣
を
主
辞
と
す
る
事
務
配
分
－
且
つ
当
該
事
務
を

省
の
も
の
と
し
な
い
ー
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
以
後
は
こ
の
形
式
が
一
貫
し
て
継
続
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
諸
省
事
務
章

程
通
則
の
制
定
前
は
、
省
を
主
辞
と
す
る
事
務
配
分
規
定
（
事
務
章
程
）
　
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
事
務
配
分
の
形
式
は
〓
疋
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
井
上
ら
に
よ
る
個
別
責
任
制
の
導
入
の
主
張
が
積
極
化
し
具
体
案
の
提
示
に
至
る
の
が
諸
省
事
務
章
程
通
則
制
定
の
直
前
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で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
と
平
灰
の
合
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
作
用
法
上
の
行
政
官
庁
概
念
は
、
制
定
法
上
は
右
の
よ
う
な
経
緯
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
具
体
的
な
行

（55）

政
官
庁
を
明
示
す
る
法
令
を
中
心
に
年
別
に
み
る
と
、
一
八
七
六
年
に
は
既
に
省
卿
に
対
外
的
権
限
を
与
え
る
立
法
が
み
ら
れ
た
。
同
年

の
米
商
会
所
条
例
（
明
九
太
政
官
布
告
一
〇
五
号
）
一
条
は
、
内
務
卿
が
米
商
会
所
の
創
立
免
許
を
与
え
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
後
か
か
る
立
法
形
式
が
一
貫
し
た
訳
で
は
な
く
、
例
え
ば
翌
年
の
売
薬
規
則
（
明
一
〇
太
政
官
布
告
七
号
）
は
内
務
省
が
売
薬
等

の
免
許
鑑
札
を
交
付
す
る
こ
と
と
定
め
て
お
り
、
そ
の
他
、
許
認
可
の
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
そ
の
願
出
先
に
係
る
規
定
か

ら
省
が
許
認
可
の
主
体
と
み
ら
れ
る
法
令
は
少
な
く
な
い
。
他
方
で
一
八
七
八
年
の
株
式
取
引
所
条
例
（
明
治
〓
太
政
官
布
告
八
号
）

一
条
は
、
株
式
取
引
所
の
創
立
免
許
を
付
与
す
る
権
限
を
大
蔵
卿
に
与
え
て
い
る
。

省
卿
に
対
外
的
権
限
を
与
え
る
法
令
が
増
加
し
て
い
く
の
は
一
八
八
二
年
か
ら
で
、
同
年
に
は
内
務
卿
に
医
業
の
停
止
・
禁
止
権
限
を

与
え
る
明
治
一
五
年
太
政
官
布
告
三
九
号
、
農
商
務
卿
に
米
商
会
所
・
株
式
取
引
所
ま
た
は
そ
れ
ら
の
仲
介
人
の
営
業
の
停
止
・
禁
止
権

限
を
与
え
る
同
四
六
号
が
み
ら
れ
、
一
八
八
四
年
に
は
株
式
取
引
所
に
於
け
る
金
銀
貨
幣
の
取
引
規
程
に
対
す
る
認
許
権
限
を
農
商
務
卿

に
与
え
る
明
治
一
六
年
太
政
官
布
告
二
七
号
、
内
務
卿
に
医
師
開
業
免
状
の
交
付
権
限
を
与
え
る
同
三
五
号
が
み
ら
れ
る
。
他
方
で
翌
年

の
西
洋
形
船
舶
検
査
規
則
（
明
一
七
太
政
官
布
告
三
〇
号
）
七
条
は
、
農
商
務
省
が
船
舶
の
検
査
謹
書
を
交
付
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、

省
に
権
限
を
与
え
る
法
令
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
従
っ
て
作
用
法
上
の
行
政
官
庁
概
念
に
就
い
て
は
、
確
か
に
一
八
八
一
年
の

諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
以
降
各
省
卿
（
各
省
大
臣
）
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
が
増
加
し
て
お
り
、
同
通
則
が
そ
の
き
っ
か
け
で
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
右
の
よ
う
に
省
卿
に
対
外
的
権
限
を
与
え
る
法
令
は
そ
れ
以
前
に
も
存
在
し
、
他
方
で
省
に

対
外
的
権
限
を
与
え
る
法
令
が
同
通
則
以
後
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
制
上
の
事
務
配
分
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
あ
る
と
は
言

（56）

い
難
い
。
か
か
る
経
緯
は
ま
た
、
伝
統
的
行
政
官
庁
概
念
を
作
用
法
上
の
権
限
分
配
の
次
元
と
組
織
法
上
の
事
務
配
分
の
次
元
と
で
通
底



荊聴訂∪義意のそと容変の位単分コ
し

両
日務事るナ恒調法

l
幌缶っ

J

ハ
J

T
J

し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
の
問
題
性
を
改
め
て
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
大
蔵
省
と
同
様
に
最
初
に
創
設
さ
れ
た
省
で
各
省
官
制
の
制
定
迄
存
続
し
た
省
と
し
て
は
他
に
宮
内
、
外
務
の
両
省
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
所
掌
事
務
乃

至
組
紋
編
成
の
点
で
特
殊
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
大
蔵
省
に
係
る
事
務
配
分
規
定
の
推
移
を
検
討
対
象
と
す
る
。

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
太
政
官
制
か
ら
内
閣
制
に
至
る
迄
の
省
レ
ベ
ル
で
の
事
務
配
分
規
定
作
成
の
到
達
点
と
な
る
と
共
に
以
後
戦
前
期
官
制
の
出
発
点

と
な
っ
た
の
は
一
八
九
〇
年
の
改
正
各
省
官
制
で
あ
る
が
、
そ
の
立
案
に
当
た
っ
た
井
上
毅
が
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
の
は
内
務
（
省
）
職
制
案
で
あ
っ
た

（
参
照
、
御
厨
賛
r
明
治
国
家
形
成
と
地
方
経
営
」
八
〇
頁
以
下
、
一
二
五
頁
。
ま
た
井
上
自
身
が
こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
同
所
に
も
挙
げ

ら
れ
て
い
る
「
明
治
一
六
冬
　
官
制
意
見
」
〔
井
上
毅
侍
記
編
寡
委
員
合
宿
r
井
上
毅
侍
　
史
料
篇
第
二
三
七
〇
頁
以
下
〕
）
。
内
務
省
の
設
置
は
一
八
七

三
年
二
月
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
太
政
官
制
の
当
初
か
ら
改
正
各
省
官
制
に
至
る
迄
の
各
省
事
務
配
分
規
定
の
推
移
を
検
討
対
象
と
す
る
為
、
右
の

事
情
を
留
保
し
っ
つ
、
大
蔵
省
に
係
る
事
務
配
分
規
定
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
　
職
員
令
は
七
月
八
日
に
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
は
八
月
二
十
日
改
正
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
に
就
い
て
は
、
稲
田
正
次
r
明

治
憲
法
制
定
史
上
巻
」
六
三
頁
以
下
。

345

法
令
全
書
（
明
治
二
年
）
　
二
五
二
頁
。

法
規
分
類
大
全
一
二
巻
（
官
職
門
第
一
〇
　
官
制
　
大
蔵
省
第
一
）
六
二
頁
以
下
。

具
体
的
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

書
記
局

一
卿
輔
官
房
ノ
事
務
ヲ
桝
理
ス
ル
所
こ
シ
テ
書
記
官
若
干
名
ヲ
以
テ
局
員
ト
ス
〔
以
下
、
省
略
〕

試
案
局

一
文
案
ヲ
考
定
ス
ル
所
ニ
シ
テ
書
記
局
月
ノ
内
ヲ
以
テ
局
月
ト
シ
書
記
官
若
干
名
ヲ
以
テ
専
務
ノ
局
員
ト
ス
又
各
局
課
ノ
月
二
命
シ
テ
兼
務
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
〔
以
下
、

省
略
〕

（
明
治
一
二
年
一
二
月
一
六
日
大
蔵
省
達
・
法
規
分
類
大
全
一
二
巻
（
官
職
門
第
一
〇
　
官
制
　
大
蔵
省
第
一
）
一
六
四
頁
以
下
）

な
お
、
各
省
官
制
制
定
前
の
大
蔵
省
達
に
よ
る
局
レ
ベ
ル
の
事
務
配
分
規
定
の
最
終
版
で
あ
る
一
八
八
六
年
一
月
一
六
日
付
の
各
局
事
務
章
程
（
前
掲
法
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規
分
類
大
全
一
八
九
頁
以
下
）
で
は
局
を
主
辞
と
し
た
事
務
配
分
規
定
が
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
直
後
に
制
定
さ
れ
た
、
局
レ
ベ
ル
の
事
務
配

分
を
も
規
律
す
る
各
省
官
制
の
制
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
6
）
　
な
お
総
務
局
に
就
い
て
は
本
文
で
み
た
大
蔵
省
二
義
の
規
定
形
式
が
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
一
八
九
一
年
の
仝
改
（
明
二
四
勅
八
九
号
）
の
際
に
、
同
局

に
関
す
る
規
定
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
大
蔵
省
官
制
で
の
も
の
で
あ
り
、
各
省
官
制
通
則
の
総
務
局
に
関
す
る
規
定
は
本
文
で
み
た
大
臣
官

房
に
係
る
規
定
と
同
様
に
、
一
八
九
〇
年
の
時
点
で
既
に
、
総
務
局
を
事
務
の
掌
ら
れ
る
場
と
す
る
規
定
に
改
め
ら
れ
て
い
た
（
二
一
条
）
。
従
っ
て
、
一

八
九
一
年
の
大
蔵
省
官
制
の
総
務
局
に
係
る
事
務
配
分
規
定
の
削
除
は
、
各
省
官
制
通
則
の
改
正
後
も
各
省
官
制
レ
ベ
ル
に
於
て
な
お
残
っ
て
い
た
事
務
配

分
に
係
る
従
前
の
規
定
形
式
の
残
淳
が
除
去
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
7
）
　
具
体
的
に
は
外
務
省
と
農
商
務
省
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
局
に
就
い
て
は
統
一
的
な
規
定
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
陸
軍
省
、
逓
信
省

で
は
本
文
で
挙
げ
た
大
蔵
省
タ
イ
プ
の
規
定
が
な
さ
れ
、
内
務
、
司
法
、
文
部
、
海
軍
の
各
省
で
は
局
を
主
辞
と
す
る
規
定
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
省
に
よ
っ
て
規
程
形
式
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
理
由
の
一
と
し
て
は
、
各
省
官
制
が
省
毎
に
複
数
者
に
分
担
さ
れ
て
起
案
さ
れ
た
こ
と

（
註
（
1
0
）
参
照
）
が
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）
　
な
お
後
に
課
へ
の
事
務
配
分
は
各
省
分
課
規
程
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
官
制
か
ら
は
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
参
照
、
各
省
官
制
通
則
二
三
、
二
四

条
〔
明
二
三
勅
五
〇
号
に
よ
る
改
正
当
時
の
も
の
〕
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
右
の
各
省
官
制
通
則
を
定
め
る
に
当
た
り
各
省
に
対
し
、
各
局
分

課
の
定
め
は
官
制
中
に
掲
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
し
た
明
埠
一
三
年
二
月
二
五
日
付
「
各
省
大
臣
へ
訓
令
」
中
の
「
各
省
官
制
改
正
標
準
」
〔
法
規
分
類

大
全
第
二
編
三
巻
（
官
職
門
第
一
官
職
総
）
二
頁
以
下
〕
で
あ
る
）
。
し
か
し
こ
の
各
省
分
課
規
程
で
は
、
課
を
主
辞
と
し
た
事
務
配
分
規
定
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
省
・
局
レ
ベ
ル
の
事
務
配
分
を
規
律
す
る
官
制
と
諜
レ
ベ
ル
の
分
課
規
程
と
の
間
で
規
定
形
式
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
が
、
後
に
、
各
省
分
課
規
程
で
も
課
を
事
務
を
掌
る
場
と
す
る
規
定
形
式
が
採
用
さ
れ
、
か
か
る
相
違
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
そ
の
辞
令
は
八
六
年
一
月
四
日
付
で
あ
る
が
（
法
規
分
類
大
全
一
九
巻
〔
官
職
門
第
一
七
　
官
制
　
臨
時
官
〕
四
二
九
頁
以
下
）
、
そ
の
設
置
時
に
就
い

て
は
、
大
石
「
公
文
式
の
制
定
と
そ
の
改
正
問
題
」
（
『
日
本
憲
法
史
の
周
辺
』
所
収
）
八
〇
頁
註
九
を
参
照
。
な
お
金
子
堅
太
郎
「
内
閣
制
度
創
始
当
時
の

追
懐
」
中
央
公
論
五
七
九
号
一
二
一
頁
に
は
、
金
子
が
八
五
年
末
か
ら
臨
時
官
制
審
査
委
員
の
活
動
に
従
事
し
て
い
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
井
上
毅
の
伊
藤
博
文
宛
書
簡
に
は
次
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
昨
日
者
尊
命
二
従
ひ
、
即
ち
大
蔵
省
ハ
金
子
こ
、
内
務
・
司
法
ハ
山
脇
こ
、
文
部
・
農
商
務
ハ
荒
川
二
分
担
倍
嘱
い
た
し
候
、
外
務
・
駅
逓
ハ
、
い
ま
た
今
日
迄
呈
出

二
成
不
申
候
、
〔
以
下
省
略
〕
）
　
（
一
八
八
六
年
一
月
一
六
日
付
、
「
井
上
毅
侍
　
史
料
篇
第
四
し
九
六
喜



珂聴霜∪義意のそと容変の位単分て
じ

布
目務事るナ於に法悦缶－．J

り
J

－
J

（
堂

（13）（14）（15）

各
委
員
の
各
省
別
官
制
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
各
委
員
が
一
か
ら
起
案
し
た
の
で
は
な
く
、
各
省
大
臣
の
提
出
案
を
叩
き
台
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
一
八
八
六
年
二
月
二
三
日
付
伊
藤
博
文
宛
伊
東
巳
代
治
書
堕
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
全
編
r
伊
藤
博
文
関
係
文
書
二
」
三
六
頁
）
。

ま
た
、
伊
東
巳
代
治
の
伊
藤
博
文
宛
書
簡
に
は
次
の
記
述
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
伊
東
が
各
省
官
制
起
案
の
取
り
纏
め
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
も

窺
え
る
。

（
拝
啓
　
農
商
務
、
逓
信
両
省
之
分
出
来
候
に
付
一
部
差
上
侯
。
明
日
大
蔵
省
之
分
浄
写
之
上
は
不
残
皆
済
に
御
坐
候
。
右
三
省
之
分
は
御
重
諭
に
よ
り
各
二
十
部
宛
両

前
版
摺
立
置
申
候
。
大
蔵
省
之
分
は
逐
一
各
課
の
処
務
規
程
を
指
、
結
構
周
備
数
百
ヶ
条
に
相
成
、
各
省
官
制
中
最
燦
妖
苛
観
も
の
に
御
坐
候
。
各
省
官
制
御
通
覧
被
遊

侠
節
、
御
照
考
之
御
便
宜
と
も
存
候
に
付
、
一
昨
日
御
加
筆
之
後
に
就
修
正
を
加
候
処
を
朱
書
に
相
認
差
上
候
。
是
は
本
日
迄
之
会
議
に
而
梱
決
侯
処
を
書
加
置
候
分
に

御
坐
候
。
明
日
よ
り
は
公
文
取
扱
の
条
項
に
渉
り
候
へ
は
会
計
之
処
迄
不
残
決
議
可
致
と
存
候
。
通
則
案
英
訳
は
今
朝
よ
り
取
掛
居
候
。
是
も
至
急
整
頓
之
上
ロ
イ
ス
エ

ル
氏
へ
可
差
遣
と
存
居
候
。
）
　
二
八
八
六
年
一
月
二
七
日
付
、
前
掲
三
五
頁
）

成
案
は
井
上
委
員
長
に
提
出
さ
れ
、
臨
時
官
制
審
査
委
員
会
開
催
の
上
で
決
定
さ
れ
て
い
る
（
参
照
、
八
六
年
二
月
二
三
日
付
伊
藤
宛
伊
東
書
簡
、
前
掲

三
六
頁
）
。

例
え
ば
囲
撃
院
大
学
蔵
・
井
上
毅
遺
文
書
（
梧
陰
文
庫
）
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
担
当
者
の
各
省
官
制
起
草
に
対
す
る
方
針
を
示
す
史
料
は
存
在
す
る
も

の
の
、
各
省
官
制
全
体
を
網
羅
す
る
形
で
の
草
案
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
九
〇
年
の
改
正
に
於
て
は
、
条
項
の
変
遷
を
跡
付
け
う
る
史
料
が
存
在

し
、
帝
国
憲
法
と
の
整
合
性
が
主
た
る
改
正
の
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
軍
え
る
。
こ
の
点
の
詳
細
に
就
い
て
は
、
小
嶋
和
司
「
明
治
二
三
年
法
律
第
八
四
号

の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
」
（
r
小
嶋
和
司
憲
法
論
葉
こ
所
収
）
四
〇
八
頁
以
下
、
大
石
∴
別
掲
一
二
四
頁
以
下
を
参
照
。

註
（
1
0
）
に
挙
げ
た
伊
藤
博
文
宛
伊
東
巳
代
治
書
簡
を
参
照
。
公
文
式
の
制
定
過
程
に
就
い
て
は
参
照
、
大
石
・
前
掲
論
文
。

「
井
上
毅
侍
　
史
料
績
第
五
」
六
九
一
頁
。

法
規
分
類
大
全
一
〇
巻
（
官
職
門
一
官
職
総
）
七
五
頁
以
下
。

各
省
事
務
整
理
綱
領
が
「
本
省
又
ハ
局
中
ノ
事
務
ヲ
分
テ
課
ヲ
設
ク
ル
ハ
各
省
ノ
便
宜
二
従
フ
」
と
し
て
い
た
の
を
受
け
、
意
見
案
で
は
「
分
課
」
を

「
各
省
こ
委
任
ス
ヘ
キ
者
」
と
し
て
い
た
が
、
他
方
で
「
局
ノ
職
掌
ヲ
〔
各
省
官
制
ニ
・
松
戸
註
〕
記
載
シ
井
二
分
課
ノ
事
ハ
各
省
二
任
ス
」
の
箇
所
が
削

除
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
み
た
よ
う
に
九
〇
年
改
正
前
の
各
省
官
制
で
は
課
も
各
省
官
制
の
規
律
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
お
り
（
な
お
参
照
、
註
（
8
）
）
、

右
の
意
見
案
の
削
除
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
課
レ
ベ
ル
の
規
律
を
如
何
な
る
法
形
式
で
す
る
か
と
い
う
問
題
が
各
省
官
制
の
制
定
時
か
ら
九
〇
年
改
正
迄
の
論
点
の
一
で
あ
っ
た
こ
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と
が
窺
え
る
。

（
1
6
）
　
例
え
ば
梧
陰
文
庫
に
は
、
「
諸
省
事
務
車
程
通
則
」
と
題
す
る
史
料
が
幾
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
B
－
六
三
三
、
六
三
五
）
、
こ
れ
ら
は
制
定
さ

れ
た
も
の
と
同
文
で
あ
り
、
推
敲
の
書
込
は
み
ら
れ
な
い
。

（
け
）
　
法
規
分
類
大
全
一
〇
巻
（
官
職
門
一
官
職
総
）
六
九
頁
以
下
。

（
堂
　
な
お
本
文
で
後
に
取
り
上
げ
る
井
上
毅
の
九
月
二
一
日
付
意
見
中
に
も
、
引
用
箇
所
と
は
別
所
に
「
諸
省
ハ
旧
内
閣
分
離
ノ
車
程
ヲ
解
キ
暫
ク
無
章
程
こ

シ
テ
実
際
二
試
験
ス
ル
方
可
然
欺
奉
存
候
尤
上
欺
下
欺
ヲ
廃
シ
総
而
各
省
卿
こ
委
任
被
仰
付
其
省
ト
省
ト
ノ
間
二
分
界
権
限
ハ
偽
ホ
旧
章
程
ノ
通
可
相
心
持

旨
御
達
有
之
可
然
欺
奉
存
候
？
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
団
撃
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
r
近
代
日
本
法
制
史
料
集
　
四
」
二
六
頁
以
下
。
な
お
同
所
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
大
臣
副
署
が
求
め
ら
れ
て
い
る
理

由
と
し
て
次
の
も
の
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
　
是
レ
事
理
こ
於
テ
然
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ
。

（
二
）
千
八
百
十
七
年
十
一
月
三
日
勅
令
ニ
テ
、
各
大
臣
ハ
其
省
こ
関
係
ア
ル
新
法
律
新
規
則
ノ
草
按
ヲ
起
シ
、
内
閣
ノ
議
定
ヲ
経
テ
国
王
二
具
上
ス
ル
ノ
別
ヲ
定
メ
タ

レ
バ
ナ
リ
。

（
三
）
業
巳
二
千
七
百
十
九
年
ノ
規
則
二
依
り
、
総
テ
公
布
セ
ン
ト
ス
ル
規
則
ハ
、
其
関
係
ア
ル
省
ノ
大
臣
ノ
署
名
ヲ
要
ス
ル
「
ヲ
定
メ
タ
リ
。
是
当
時
国
王
ノ
署
名
ヲ

公
正
ナ
ラ
シ
メ
テ
、
其
濫
用
ヲ
防
ク
ノ
趣
旨
ナ
リ
シ
ナ
リ
。

（
四
）
各
大
臣
ハ
寒
王
任
ノ
政
嬰
】
付
、
議
院
二
向
テ
弁
護
ヲ
為
サ
、
ル
可
ラ
サ
ル
ノ
頁
ア
レ
ハ
ナ
リ
。
是
レ
議
院
ノ
信
任
ヲ
得
タ
ル
人
ヲ
以
テ
内
閣
ヲ
組
織
セ
ス
、
従

テ
諸
大
臣
ハ
君
主
及
議
院
二
対
シ
テ
聯
帯
音
任
ヲ
有
ス
ル
「
ナ
キ
国
二
於
テ
ハ
、
殊
こ
必
要
ナ
リ
ト
ス
。

（
型
　
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
答
議
」
（
梧
陰
文
庫
C
－
三
一
）
。
こ
れ
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
重
蔵
・
伊
東
巳
代
治
関
係
文
書
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
〔
二
二

二
〕
。
翻
刻
と
し
て
、
r
近
代
日
本
法
制
史
料
集
一
三
　
二
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
伊
藤
博
文
編
r
秘
書
類
纂
　
法
制
関
係
資
料
　
上
巻
」
一
二
九
頁
以
下

に
も
あ
る
。

（
2
1
）
　
そ
の
他
「
ポ
ワ
ソ
ナ
ド
氏
答
議
三
」
（
梧
陰
文
庫
C
－
二
八
。
翻
刻
と
し
て
、
r
近
代
日
本
法
制
史
料
集
　
八
」
五
七
頁
以
下
）
に
も
、
「
国
務
卿
副
署
件

二
関
ス
ル
答
議
」
「
数
省
連
署
件
二
間
ス
ル
答
議
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
臣
副
署
の
件
に
つ
き
複
数
の
外
国
人
顧
問
に
意
見
を
敬
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
（
日
付
は
夫
々
「
一
月
七
日
」
「
四
月
十
九
日
」
と
あ
る
の
み
で
、
年
は
不
明
で
あ
る
）
。
尤
も
右
二
答
議
で
は
ロ
エ
ス
エ
ル
氏
答
議
、
ル
ー
ド
ル
フ
氏

答
議
と
異
な
り
副
署
の
求
め
ら
れ
る
所
以
に
就
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
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（
召
　
公
文
式
の
制
定
及
び
そ
の
改
正
は
本
稿
－
特
に
副
署
の
意
義
の
点
で
－
と
も
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
及
び
意
義
に
就
い
て
は

既
に
大
石
∴
前
掲
論
文
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
譲
る
。

（
鬱
　
伊
藤
博
文
「
憲
法
義
解
」
　
（
岩
波
文
庫
版
）
八
八
頁
以
下
で
は
大
臣
の
副
署
か
ら
生
ず
る
効
果
と
し
て
「
一
に
、
法
律
勅
令
及
其
の
他
国
事
に
係
る
詔
勅

は
大
臣
の
副
署
に
依
て
始
め
て
実
施
の
力
を
得
」
「
二
に
、
大
臣
の
副
署
は
大
臣
担
当
の
権
と
責
任
の
義
を
表
示
す
る
者
な
り
」
の
夫
々
を
挙
げ
論
じ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
本
文
で
挙
げ
た
ロ
エ
ス
エ
ル
氏
答
議
の
説
明
と
概
ね
一
致
す
る
。

（
2
4
）
　
帝
国
憲
法
下
に
於
け
る
学
説
上
の
副
署
を
巡
る
議
論
に
就
い
て
は
、
石
村
修
「
明
治
憲
法
に
お
け
る
国
務
大
臣
の
輔
弼
と
副
署
」
専
修
大
学
社
会
科
学
年

報
二
一
二
号
一
〇
五
頁
以
下
、
特
に
一
二
六
頁
以
下
に
譲
る
。

同
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
説
は
本
文
で
み
た
よ
う
な
副
署
と
大
臣
責
任
と
が
結
合
す
る
と
の
、
立
案
関
係
者
に
よ
る
理
解
を
必
ず
し
も
取
っ

て
い
る
訳
で
は
な
い
。

（
鬱
　
そ
の
経
緯
に
就
い
て
は
例
え
ば
、
鈴
木
安
蔵
r
太
政
官
制
と
内
閣
制
し
七
四
頁
以
下
、
林
茂
・
辻
清
明
編
r
日
本
内
閣
史
録
こ
（
林
執
筆
箇
所
）
一
八

頁
以
下
、
吉
井
蒼
生
夫
「
中
央
権
力
機
構
の
形
成
」
（
福
島
正
夫
編
r
H
本
近
代
法
体
制
の
形
成
上
巻
」
九
二
頁
以
下
、
一
〇
八
頁
以
下
。

（
墾
　
一
太
政
官
是
ヲ
本
官
ト
シ
諸
省
是
ヲ
分
官
ト
ス
〔
以
下
、
省
略
〕

一
〔
省
略
〕

一
太
政
大
臣
左
右
大
臣
参
議
ノ
三
職
ハ
　
天
皇
ヲ
輔
翼
ス
ル
ノ
重
官
ニ
シ
テ
諸
省
長
官
ノ
上
タ
リ
〔
以
下
、
省
略
〕
　
（
明
四
太
政
官
達
四
〇
〇
号
）

（
2
7
）
　
吉
井
・
前
掲
七
四
頁
、
鈴
木
r
法
律
史
」
四
一
頁
以
下
、
同
r
太
政
官
制
と
内
閣
制
」
六
一
頁
以
下
、
七
八
頁
以
下
、
一
三
九
頁
。

（
墾
　
　
「
井
上
毅
侍
　
史
料
篇
第
二
二
四
三
頁
以
下
。
な
お
同
書
が
翻
刻
し
た
の
は
井
上
家
文
文
書
Ⅲ
－
四
〇
四
⑲
で
あ
る
（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所

編
r
悟
陰
文
庫
総
目
録
J
五
〇
二
頁
）
。
本
稿
で
は
原
史
料
た
る
同
文
書
に
依
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
体
裁
か
ら
、
伊
藤
参
議
に
提
出
し
た
も
の
の
写
し
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
鬱
　
　
「
憲
法
中
綱
領
之
議
上
奏
案
　
明
治
十
四
年
六
月
」
と
題
さ
れ
る
史
料
の
中
に
は
、
次
の
叙
述
が
あ
る
。

（
一
大
臣
執
政
ノ
責
任
ハ
根
本
ノ
大
政
こ
係
ル
者
ヲ
除
ク
外
、
主
管
之
事
務
こ
付
各
自
之
責
任
二
帰
シ
連
帯
責
任
ノ
法
こ
依
ラ
ザ
ル
事

付
法
律
命
令
二
主
管
之
執
政
署
名
之
事
）
　
（
前
掲
二
三
五
頁
。
ま
た
、
伊
藤
編
r
秘
書
類
纂
　
憲
法
資
料
上
巻
」
七
一
頁
）

ま
た
同
年
七
月
に
岩
倉
具
視
右
大
臣
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
憲
法
意
見
書
は
井
上
毅
の
起
草
に
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
憲
法
中
綱
領

之
議
上
奏
案
」
中
の
右
の
引
用
箇
所
が
再
掲
さ
れ
る
と
共
に
、
「
大
綱
領
」
中
に
は
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（
一
大
臣
ハ
天
皇
二
対
シ
重
キ
責
任
ア
ル
事

一
法
律
命
令
こ
大
臣
署
名
ノ
事
）

と
記
さ
れ
、
大
臣
責
任
と
署
名
が
改
め
て
セ
ッ
ト
で
言
及
さ
れ
て
い
る
　
（
多
田
好
開
編
r
岩
倉
公
実
記
下
巻
し
七
一
五
丁
以
下
。
な
お
こ
の
影
印
と
し
て
、

梧
陰
文
庫
研
究
会
編
「
梧
陰
文
庫
　
影
印
し
一
六
一
頁
以
下
）
。

（
即
）
＋
「
井
上
毅
侍
　
史
料
窟
第
六
二
≡
七
頁
以
下
。
な
お
稲
田
正
次
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
簡
は
「
未
発
」
の
も
の
と
さ
れ
る
（
「
明
治
慈
法
成
立
史
の

研
究
し
二
二
七
頁
）
。

（
3
1
）
　
こ
の
点
に
つ
き
諸
学
説
を
詳
細
に
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
上
田
健
介
「
内
閣
総
理
大
臣
の
内
聞
運
営
上
の
権
限
に
つ
い
て
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
一
四
巻

一
号
七
五
頁
以
下
、
特
に
八
八
頁
以
下
。
尤
も
、
同
所
に
於
て
「
国
務
大
臣
の
語
と
各
省
大
臣
の
語
と
を
互
換
的
に
使
用
し
て
」
お
り
「
か
か
る
言
葉
遣
い

は
、
国
務
大
臣
と
各
省
大
臣
と
を
区
別
し
な
い
意
識
の
表
れ
で
あ
る
よ
十
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
美
濃
部
達
吉
博
士
に
あ
っ
て
も
、
国
務
大
臣
に
行

政
官
庁
た
る
こ
と
の
職
務
を
認
め
つ
つ
も
、
「
行
政
各
部
ノ
長
官
」
乃
至
「
各
省
ノ
長
官
」
た
る
「
地
位
二
於
テ
ノ
国
務
大
臣
ハ
大
権
ヲ
輔
弼
ス
ル
こ
非
ズ

シ
テ
、
委
任
ノ
範
囲
内
二
於
テ
自
ラ
国
家
ヲ
代
表
シ
テ
国
家
意
思
ヲ
決
定
シ
表
示
ス
ル
ノ
権
能
ア
ル
者
ナ
リ
」
と
述
べ
　
（
「
憲
法
撮
要
」
　
〔
改
訂
五
版
〕
　
二
九

〇
頁
。
同
旨
、
「
行
政
法
撮
要
」
〔
訂
正
五
版
〕
　
二
八
一
頁
）
、
ま
た
「
国
務
大
臣
ハ
一
面
二
於
テ
憲
法
上
ノ
輔
弼
ノ
任
務
ヲ
有
ス
ル
ト
共
こ
他
ノ
一
面
こ
於

テ
ハ
別
レ
テ
行
政
各
部
ノ
首
長
タ
ル
ノ
任
務
ヲ
有
ス
。
行
政
ノ
一
都
ヲ
担
任
シ
テ
其
ノ
最
高
ノ
官
庁
タ
ル
コ
ト
ハ
必
ス
シ
モ
国
務
大
臣
ノ
地
位
こ
伴
フ
ヘ
キ

必
要
ノ
條
件
こ
非
ラ
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
「
大
臣
貿
任
論
」
〔
F
憲
法
及
憲
法
史
研
究
し
二
一
六
頁
・
傍
点
松
戸
）
、
輔
弼
を
行
な
う
国
務
大
臣
の
地
位

と
行
政
事
務
を
担
当
す
る
各
省
大
臣
の
地
位
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
（
更
に
こ
れ
を
直
裁
に
述
べ
る
箇
所
と
し
て
、
「
逐
條
憲
法
精
義
』
五
〇
七
頁
）
。

（
3
2
）
　
美
濃
部
「
憲
法
撮
要
』
　
（
改
訂
五
版
）
　
二
八
六
頁
。

（
鬱
　
美
濃
部
「
逐
條
憲
法
精
義
J
五
一
六
頁
。

（
3
4
）
　
同
右
五
〇
七
頁
。

（
巷
　
佐
々
木
惣
一
F
日
本
憲
法
要
論
」
三
七
二
頁
。

（
3
6
）
　
但
し
美
濃
部
博
士
に
あ
っ
て
は
輔
弼
の
職
務
と
行
政
官
庁
と
し
て
の
職
務
を
区
別
し
っ
つ
も
、
「
各
省
の
官
制
に
各
省
大
臣
が
〓
正
の
主
任
事
務
を
担
任

す
る
こ
と
を
定
め
て
居
る
の
は
決
し
て
行
政
官
庁
と
し
て
の
職
務
に
の
み
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
同
時
に
輔
弼
機
関
と
し
て
の
職
務
に
も
関
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
各
省
官
制
で
の
事
務
配
分
が
輔
弼
の
範
囲
を
も
劃
す
る
も
の
と
し
て
お
り
（
「
逐
条
憲
法
精
義
」
五
〇
八
頁
）
、
本
文
の
疑
問
は
提
出

さ
れ
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
輔
弼
の
職
務
と
行
政
官
庁
と
し
て
の
職
務
を
区
別
し
憲
法
は
行
政
官
庁
と
し
て
の
職
務
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
と
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し
て
い
る
為
、
以
下
本
文
で
述
べ
る
こ
と
は
美
濃
部
博
士
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

鈴
木
r
太
政
官
制
と
内
閣
制
」
一
四
二
頁
、
一
四
八
頁
以
下
。

伊
藤
や
井
上
の
提
案
が
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
に
就
い
て
は
、
稲
田
・
前
掲
二
二
七
頁
以
下
。

井
上
に
よ
る
草
稿
と
し
て
、
梧
陰
文
庫
A
－
四
六
四
、
四
六
五
、
四
六
六
。

法
令
全
書
（
明
治
一
八
年
上
巻
）
奏
議
一
頁
以
下
。

制
度
的
観
点
か
ら
こ
の
点
に
就
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
清
水
澄
「
内
閣
制
度
に
就
い
て
」
　
（
美
濃
部
還
暦
r
公
法
学
の
諸
問
題
第
二
巻
」
所
収
）

二
八
六
頁
以
下
、
辻
清
明
「
統
治
構
造
に
お
け
る
割
拠
別
の
基
因
」
　
（
r
新
版
日
本
官
僚
制
の
研
究
し
所
収
）
　
六
五
頁
以
下
、
鈴
木
『
太
政
官
制
と
内
閣
制
」

一
四
一
頁
以
下
、
山
崎
丹
照
『
内
閣
論
』
七
七
頁
以
下
、
大
河
内
繁
男
「
日
本
の
行
政
組
織
」
　
（
辻
編
r
行
政
学
講
座
二
し
所
収
）
　
八
四
頁
以
下
、
許
世
楷

「
初
代
　
第
一
次
伊
藤
内
閣
」
　
（
林
茂
・
辻
編
r
日
本
内
閣
史
録
こ
所
収
）
七
七
頁
以
下
、
山
中
永
之
佑
「
内
閣
制
度
の
形
成
と
展
開
」
年
報
行
政
研
究
二

一
・
内
閣
制
度
の
研
究
七
一
頁
以
下
、
内
閣
別
度
百
年
史
編
纂
委
員
全
編
「
内
閣
制
度
百
年
史
上
巻
J
三
一
頁
以
下
。

（
堂
　
　
「
井
上
毅
侍
　
史
料
篇
第
m
二
九
三
頁
。

（
弔
）
＋
「
井
上
毅
停
　
史
料
篇
第
二
　
二
二
九
頁
。
ま
た
、
伊
藤
福
・
前
掲
五
三
頁
以
下
。

な
お
同
所
で
は
連
帯
責
任
の
場
合
と
個
別
責
任
の
場
合
と
を
区
別
す
る
一
八
七
五
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
含
め
同
所
で

述
べ
ら
れ
る
連
帯
音
任
排
斥
の
理
由
は
以
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
井
上
の
起
草
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
翌
月
の
岩
倉
憲
法
意
見
書
で
も
、
「
大
臣
執
政
ノ
責
任
ハ
根
本
ノ
大
政
二
係
ル
者
ヲ
除
ク
外
、
主
管
之
事
務
二

付
各
自
之
責
任
二
帰
シ
連
帯
責
任
ノ
法
二
依
ラ
ザ
ル
事
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
（
「
岩
倉
公
実
記
下
巻
」
七
二
〇
丁
。
ま
た
七
二
五
丁
以
下
に
は
本
文
に
掲

げ
た
連
帯
責
任
を
否
定
す
る
井
上
「
意
見
第
二
」
と
同
文
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
）
。

（
4
4
）
　
梧
陰
文
庫
A
－
一
〇
五
。
参
照
、
小
鴨
「
明
治
憲
法
起
草
過
程
の
資
料
的
研
究
」
日
本
学
士
院
紀
要
一
五
巻
三
号
二
七
七
頁
。

（
坐
　
参
照
、
稲
田
『
明
治
憲
法
成
立
史
下
巻
」
四
三
頁
。

（
4
6
）
　
な
お
本
案
に
は
他
に
「
第
　
條
　
内
閣
ハ
天
皇
臨
御
シ
各
大
臣
ノ
輯
弼
二
依
り
商
機
ヲ
総
ル
ノ
所
ナ
リ
」
と
の
条
項
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
付
さ
れ
た
説
明

は
本
稿
と
の
関
係
で
は
取
り
上
げ
る
べ
き
内
容
を
持
た
な
い
。

（
4
7
）
　
伊
藤
編
r
憲
法
資
料
上
巻
」
六
五
八
頁
。
「
省
字
ハ
除
ク
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
修
正
は
内
閣
構
成
員
た
る
各
大
臣
を
専
ら
政
務
を

担
当
す
る
者
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
そ
の
後
の
帝
国
憲
法
の
起
草
が
必
ず
し
も
か
か
る
意
図
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
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の
で
は
な
い
こ
と
は
、
後
に
本
文
で
み
る
通
り
で
あ
る
。

（
4
8
）
　
夏
島
草
案
墨
書
六
五
条
に
対
す
る
修
正
意
見
（
伊
東
文
書
〔
九
〕
）
。

（
4
9
）
　
枢
密
院
に
於
け
る
帝
国
憲
法
五
五
条
（
審
議
時
五
六
条
）
　
の
審
議
に
就
い
て
は
、
r
枢
密
院
会
読
議
事
録
二
二
九
七
頁
以
下
。

（
5
0
）
　
伊
藤
冒
心
法
義
解
」
　
（
岩
波
文
庫
版
）
　
八
三
頁
以
下
。

（
5
1
）
　
伊
東
文
書
〔
三
九
〕
。

（
害
　
　
r
枢
密
院
合
議
議
事
録
二
三
〇
〇
頁
以
下
。

（
m
聖
　
法
規
分
類
大
全
第
二
福
三
巻
（
官
職
門
一
官
制
　
内
閣
）
　
四
五
頁
以
下
。

（
5
4
）
　
　
「
憲
法
発
布
こ
付
キ
他
ノ
法
律
規
則
二
矛
盾
ヲ
生
ズ
ル
件
々
」
　
（
伊
藤
編
言
心
法
資
料
下
巻
」
所
収
）
一
六
一
頁
。

（
空
　
尤
も
明
治
初
期
の
法
令
は
具
体
的
な
行
政
官
庁
を
明
示
せ
ず
に
「
管
轄
庁
」
と
表
記
す
る
も
の
や
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
対
外
的
権
限
の
帰
属
主
体

を
明
示
し
な
い
も
の
も
多
い
。

（
5
6
）
　
以
上
の
叙
述
と
異
な
る
理
解
と
し
て
、
小
林
・
前
掲
三
九
頁
。

六

　

結

　

び

以
上
の
検
討
か
ら
、
各
省
官
制
に
於
け
る
各
省
大
臣
を
名
宛
と
す
る
事
務
配
分
は
、
最
終
的
に
は
帝
国
憲
法
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
大
臣
個
別
責
任
原
則
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
原
則
は
上
述
の
よ
う
に
立
案
関
係
者
の
理
解
で
は
行
政
事
務
も
そ
の
射
程

に
含
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
行
政
事
務
の
配
分
を
定
め
る
各
省
官
制
が
同
原
則
を
反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
自
然
な
も

の
と
い
え
る
。
同
原
則
は
責
任
の
範
囲
の
明
確
化
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
前
の
省
に
対
す
る
事
務
配
分
で
も
、
省
の
長
た
る
各

省
大
臣
の
責
任
の
範
囲
は
劃
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
各
省
大
臣
に
対
し
て
事
務
配
分
を
行
な
う
と
い
う
規
定
は
、
各
大
臣
が
個
別
に
責
任

を
負
う
と
い
う
同
原
則
を
よ
り
直
哉
に
表
現
す
る
も
の
と
い
え
る
。
省
へ
の
事
務
配
分
か
ら
各
省
大
臣
へ
の
事
務
配
分
へ
の
修
正
が
図
ら
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れ
て
い
く
と
共
に
、
局
課
の
事
務
配
分
規
定
も
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
く
と
い
う
前
款
で
み
た
関
係
規
定
の
推
移
は
、
関
係

者
が
こ
の
点
に
つ
き
意
を
凝
ら
し
て
立
案
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
時
を
経
て
第
二
次
大
戦
後
の
新
行
政
官

庁
法
の
制
定
過
程
で
も
省
へ
の
事
務
配
分
乃
至
省
の
事
務
の
各
省
大
臣
へ
の
配
分
は
排
斥
さ
れ
各
省
大
臣
は
自
己
の
事
務
を
分
担
管
理
す

る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
前
提
条
件
は
異
な
る
も
の
の
立
案
関
係
者
の
同
様
の
慎
重
な
配
慮
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

（1）

い
。
し
か
し
学
説
は
、
か
か
る
意
を
凝
ら
し
た
規
定
ぶ
り
の
意
義
を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
。

右
の
仮
定
は
、
第
四
款
で
述
べ
た
よ
う
な
、
行
政
活
動
の
主
辞
と
し
て
の
作
用
法
上
の
行
政
官
庁
が
必
ず
し
も
各
省
大
臣
に
限
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
と
も
整
合
的
で
あ
る
。
即
ち
、
大
臣
個
別
責
任
原
則
に
由
来
す
る
大
臣
責
任
の
明
確
化
か
ら
各
省
大
臣
に
対
す
る
事
務
配
分

の
求
め
ら
れ
る
組
織
法
上
の
次
元
と
異
な
り
、
行
政
活
動
の
主
辞
は
、
各
省
大
臣
に
限
ら
ず
各
省
大
臣
の
下
に
あ
る
行
政
機
関
で
あ
れ
ば
、

同
原
則
に
背
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
先
に
み
た
よ
う
に
、
各
省
大
臣
を
組
織
法
上
の
事
務
配
分
先
と
す
る
原
則
の
確

立
し
た
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
後
も
、
省
を
作
用
法
上
の
行
政
活
動
の
主
辞
と
す
る
立
法
が
な
お
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

抑
々
当
時
の
立
案
関
係
者
に
あ
っ
て
は
、
大
臣
個
別
責
任
原
則
を
作
用
法
の
次
元
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
就
い
て
の
意
識
が
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
か
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
う
る
。
但
し
本
稿
で
は
、
従
来
一
部
の
例
外
を
除
き
学
説
上
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
作

用
法
上
の
行
政
官
庁
概
念
と
組
織
法
上
の
そ
れ
と
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
後
者
が
制
定
法
上
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
の
、
前
者
の
導
入
の
経
緯
に
就
い
て
は
考
察
の
対
象
外
に
留
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
各
省
官
制
に
於
け
る
各
省
大
臣
へ
の
事
務
配
分
が
帝
国
憲
法
の
採
用
す
る
原
則
と
関
係
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法

の
制
定
に
よ
り
各
省
官
制
で
取
ら
れ
て
い
た
事
務
配
分
が
そ
の
前
提
を
失
う
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
日
本
国
憲
法
が
連
帯

責
任
を
採
用
す
る
一
方
で
、
行
政
事
務
の
次
元
で
は
所
謂
分
担
管
理
原
則
の
存
在
が
な
お
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
四
款
迄
に
み
た
よ
う
に
、

国
家
行
政
組
織
法
の
立
案
担
当
者
は
事
務
配
分
の
名
宛
を
従
来
の
各
省
大
臣
か
ら
省
に
変
更
す
る
こ
と
は
容
認
す
る
一
方
で
、
（
本
来
は
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各
大
臣
に
よ
る
）
　
行
政
事
務
の
分
担
管
理
に
は
強
く
固
執
し
て
い
た
。
結
局
省
の
長
が
行
政
事
務
を
分
担
管
理
す
る
と
い
う
形
で
こ
の
点

の
調
和
は
図
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
内
閣
法
三
条
（
或
い
は
憲
法
七
四
条
）
　
の
想
定
す
る
分
担
管
理
原
則
の
修
正
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
前
に
み
た
　
（
第
三
款
二
）
。
仮
に
分
担
管
理
原
則
が
憲
法
の
要
請
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
行
政
組
織
法
の
規
定
は
完
全
な
も
の
で

（2）

は
な
い
に
せ
よ
、
憲
法
上
の
原
則
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
点
で
帝
国
憲
法
時
代
の
各
省
官
制
上
の
事
務
配
分
と
同
様
の
構
造
を
持
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
他
方
で
同
原
則
が
内
閣
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
行
政
組
織
法
や
各
省
設
置
法
の
事

務
配
分
規
定
の
あ
り
方
に
は
、
〓
正
の
多
様
性
が
許
容
さ
れ
う
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
学
説
上
の
官
庁
概
念
に
つ
き
、
省
等
の
組
織
体
か
ら
長
官
へ
の
推
移
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
稲
葉
「
行
政
官
庁
法
理
論
」
　
（
r
行
政
組
織
の
法
理

諭
し
所
収
）
　
二
〇
八
頁
以
下
を
参
照
。
同
所
に
よ
れ
ば
、
学
説
上
各
省
大
臣
等
の
長
官
に
着
目
し
た
官
庁
概
念
が
一
般
的
と
な
る
の
は
明
治
四
〇
年
代
以
降

で
あ
る
と
さ
れ
、
本
文
で
み
た
官
制
上
の
各
省
大
臣
を
主
辞
と
し
た
規
定
の
採
用
時
と
は
か
な
り
の
期
間
が
空
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
諸
立
法
の
制
定
の
経
緯
を
知
ら
な
い
当
時
の
学
説
は
、
各
省
官
制
通
則
乃
至
各
省
官
制
に
於
け
る
各
省
大
臣
を
主
辞
と
し
た
事
務
配
分
に
つ
き
、

独
自
の
理
由
づ
け
を
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
有
賀
長
雄
r
国
法
学
上
巻
j
　
二
九
〇
三
年
）
　
に
は
次
の
叙
述
が
あ
る
。

（
各
省
に
〓
疋
の
職
権
あ
り
、
又
栗
任
あ
り
、
然
れ
ど
も
各
省
は
意
思
な
く
大
臣
の
意
思
を
承
け
て
勤
行
す
る
も
の
な
る
か
故
に
其
の
職
権
は
各
省
大
臣
の
職
権
と
し
、

其
の
責
任
は
各
省
大
臣
の
貢
任
と
し
て
法
文
の
上
に
顕
は
る
）
　
（
五
三
一
頁
）

こ
れ
は
主
に
各
省
官
制
通
則
上
の
各
省
大
臣
の
権
限
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
各
権
限
の
主
辞
が
省
で
は
な
く
各
省
大
臣
と
さ
れ
て
い
る
理

由
を
意
思
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
各
省
官
制
通
則
の
前
身
の
諸
省
事
務
章
程
通
則
の
制
定
の
趣
旨
は
、
本
文
で
み
た
よ
う
に
各
省
卿
の
責
任

の
明
確
化
に
あ
っ
た
。
各
省
官
制
通
則
が
大
臣
を
権
限
の
主
辞
と
す
る
の
は
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
有
賀
博
士
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
意
思
の

観
点
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
2
）
　
憲
法
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
内
閣
法
三
条
の
想
定
す
る
分
担
管
理
原
則
は
組
織
体
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
な
い
　
（
本
誌
前
号
二
八
頁
以
下
参
照
）
。

（
引
用
史
料
に
於
け
る
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
を
用
い
て
い
る
）
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本
稿
中
本
号
掲
載
箇
所
は
、
平
成
一
七
二
八
年
科
学
研
究
費
補
助
金
　
（
若
手
研
究
（
B
）
）
　
「
明
治
期
行
政
法
令
制
定
過
程
に
於
け
る

行
政
法
上
の
基
礎
概
念
の
受
容
」
　
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




